
秦
檎
後
の
政
治
過
程
に
関
す
る
若
干
の
考
察

寺

地

は
じ
め
に

一
秦
檎
後
の
政
局
|
|
沈
該
・
湯
恩
返
政
権
と
そ
の
性
格

二

針
金
強
硬
論
者
の
箆
頭
と
権
力
中
福
部
の
掌
握

三

第

二
次
宋
金
戦
宇
の
開
始
と
主
和
論
者
の
復
活

四

符

離
の
戟
い
以
後
の
政
治
過
程

む
す
び
|
|
展
望
を
か
ね
て
ー
ーー

lま

じ

l乙

め

遁

- 87ー

金
史
は
海
陵
王
に
つ
い
て、

「海
陵
侍
累
世
強
盛
、

欲
大
擦
征
伐
、
以

一一
大
下
、

嘗
目
、

天
下
一

家
、
然
後
可
以
矯
正
統
」
(省
一
二
九
〉
、
と

述
べ

て
い
る
。
南
北
統

一
の
野
望
を
い
ピ
い
て
、
海
陵
王
は
金

・
正
隆
六
年
、
宋

・
紹
興
一三

年
九
月
、
六

O
首円、

競
し
て
百
寓
の
大
軍
を
輿

し
、
南
宋
と
の
全
面
戦
争
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
願
墓
は
貫
現
せ
ず
、
同
年
十
一
月
彼
自
身
の
暗
殺
、
{
木
の
高
宗
の
退
位
と
孝
宗
の
即

位
な
ど
整
方
主
権
者
の
交
代
と
い
う
務
想
外
の
結
果
を
伴
い
つ

つ
、
戦
争
は
牧
東
に
向
い
、
壁
方
の
外
交
使
節
が
往
来
し
、
金

・
大
定
五
年
、

①
 

宋

・
乾
道
元
年
四
月
、
「
始
調
上
魚
宋
皇
帝
」

と
す
る
園
書
が
金
使
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
、
宋
金
雨
園
は
卒
和
共
存
関
係
を
回
復
し
た
。
講
和

篠
件
の
中
心
は
、
雨
園
園
境
は
紹
興
和
議
の
も
の
と
同
じ
と
す
る
が
、
名
分
上
に
お
い
て
宋
が
金
に
臣
事
す
る
屈
辱
閲
係
を
修
正
し
、

之
櫨
」、

即
ち
劉
等
的
関
係
に
南
園
が
合
意
し
た
黙
に
あ

っ
た。

447 
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木
稿
は
秦
槍
死
後
よ
り
終
戦
に
到
る
聞
の
宋
朝
側
の
政
治
過
程
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
擢
力
中
核

睦

(
即
ち
最
高
政
策
を
選
揮

・
決
定

し、

施
行
を
統
括
す
る
集
固
)
の
構
成
者
と
政
策
の
選
操
、
更
に
そ
乙
に
反
映
し
て
い
る
種
々
の
利
害
朕
況
な
ど
を
追
跡
す
る
も
の
で
あ
る
。

宋
代
政
治
の
特
色
と
し
て
、
君
主
獅
裁
制
或
い
は
集
権
的
官
僚
支
配
位
制
な
ど
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
構
造
の
解
明
は
必
ず
し

も
十
分
で
は
な
い
。
そ
し
て
宋
代
政
治
史
が
豊
か
な
成
果
を
挙
げ
得
て
い
な
い
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

具
鐙
的
政
治
過
程
に
則
し
て
の
権
力
中

核
位
の
構
成
、
諸
政
策
の
選
擦
と
利
害
欣
況
の
関
連
性
な
ど
、
い
わ
ば
政
治
史
的
検
討
の
依
落
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
ζ

乙
で
は
紹
興
二
五
年
よ
り
隆
興
、
乾
道
初
年
に
か
け
て
の
政
治
過
程
を
追
跡
し
、
諸
政
治
勢
力
の
封
抗

・
葛
藤
の
結
果
と
し
て
隆
輿
の

和
恥
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

南
宋
政
治
史
、
政
治
思
想
史
に
若
干
の
展
墓
を
興
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

秦
檎
後
の
政
局
|
|
沈
該

・
湯
恩
返
政
権
と
そ
の
性
格

手
わ
れ
た
政
争
と
は
必
ず
し
も
連
続
し
て
い
な
い
。

紹
興
末
年
か
ら
隆
輿
を
鰹
て
乾
道
初
年
に
到
る
聞
に
激
し
く
争
っ

て
き
た
主
戦
論

・
主
和
論
は
、

紹
興
八
|
一
一
年、

秦
檎
を
中
軸
と
し
て

@
 

秦
檎
を
中
心
に
し
て
準
め
ら
れ
に
和
議
が
第

一
次
宋
金
和
議
と
す
れ
ば
、
隆
興
の
和
議

0
6
 

0
0
 

は
第
二
次
和
議
と
い
え
る
が
、

ζ

の
聞
に
二
十
齢
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
お
り
、

活
躍
す
る
人
物
も
饗
化
し
て
お
り
、
雨
論
そ
れ
ぞ
れ
に
ζ

の

段
階
で
の
歴
史
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
例
え
ば
第
二
次
和
議
に
お
い
て
主
戦
論
の
代
表
的
人
物
は
無
論
、

張
波
で
あ
る
が
、
彼
は
高
宗

・
秦

復
闘
を
強
力
に
働
き
か
け
、
や
っ
と
復
蹄
は
質
現
し
て
い
る
。

し
か
し
宋
金
関
係
緊
張
の
紋
況
下
で
、

孝
宗
の
侍
講
で
あ
っ
た
陳
俊
卿
ら
が
彼
の
中
央
政
界

主
和
論
の
首
魁
で
あ
る
湯
思
退
は
紹
興
三

O
年
末
、
同
じ
く
陳
俊
卿
を

一
方、

摘
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
永
州
に
閑
居
し
て
い
た
。

中
心
と
す
る
一
波
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
、

宰
相
を
罷
菟
さ
れ
、
中
央
政
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、

主
戦
論

・
主
和
論
そ
れ
ぞ
れ
の
構

成
者
は
、
戦
争
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
既
に
高
宗
の
下
で
き
び
し
い
封
抗
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
陳
俊
卿

・
虞
允
文
ら
孝
宗
の
下
で

宰
相
に
ま
で
昇
進
し
に
人
々
を
含
め
、
第
二
女
和
議
に
お
け
る
主
戦
論
者
は
、
秦
檎
設
後
撞
頭
し
た
政
治
勢
力
で
あ
り、

一
際
、
秦
槍
混
後
の
政
局
か
ら
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

そ
れ
故
に
ζ

乙
で
は



@
 

「渡
江
市
後、

庶
事
草
瓶
、
皆
至
槍
而
後
定
」
、
と
稀
さ
れ
、
第

一
次
宋
金
和
議
以
後
十
八
年
間
宰
相
の
位
に
あ
っ

て、

濁
裁
政
治
を
行
っ

て
き
た
秦
槍
の
死
は
そ
の
乙
と
だ
け
で
既
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
槍
波
後
、

参
知
政
事
董
徳
元
・
競
良
臣
・
策
書
植
密
院
事
湯
思
退

@
 

ら
は
、
「
天
下
之
事
、
皆
人
主
総
損
、
人
臣
不
過
奉
行
而
己
」
と
上
奏
し
、
高
宗
の
親
政
を
願
い
出
て
い
る
。

そ
し
て
「
其
問
、
通
下
情
、
正

@
 

紀
綱
、
修
正
事
、
皆
出
子
上
、
市
非
有
待
於
諸
公
之
建
明
也
」
と
の
評
言
が
あ
る
よ
う
に
、
親
政
は

一
一
腹
寅
現
し
て
い
た
。
し
か
し
、
槍
死
後

の
政
局
運
営
は
、
超
絶
し
た
指
導
者
を
続
き
、
高
宗
お
よ
び
宰
相

・
執
政
群
ら
に
よ
る
、

い
わ
ば
集
圏
指
導
鐙
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
乙
ろ
で
、
宋
大
臣
年
表
(
二
十
五
史
補
編
所
牧
)

を
見
る
と
、

紹
興
二
六
年
よ
り

三
二
年
六
月

(古
向
宗
退
位
)
ま
で
の
宰
相
は
、
万
侠
高

・
沈

該

・
湯
思
退

・
陳
康
伯

・
朱
停
の
五
名
で
あ
っ
た
。
乙
の
中
で
、

奏
檎
混
後
の
高
宗
政
権
の
性
格
を
検
討
す
る
に
嘗
っ

て
取
上
げ
る
べ
き
人
物

は
、
前
三
者
で
あ
り
、
後
二
者
は
紹
興
末
年
の
宰
相
で
も
あ
り
、
こ
の
部
分
で
の
検
討
は
必
ら
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
別
の
箇
所
に
譲

る
と
し
て
、
乙
乙
で
は
万
侯
局

・
沈
該
・
湯
思
退
の
分
析
を
以
下
、
行
っ

て
み
た
い
。

万
侠
局
は
秦
槍
の
岳
飛
攻
撃
に
嘗
っ
て
右
謀
議
大
夫

・
御
史
中
丞
と
し
て
活
躍
し
、

参
知
政
事
に
昇
進
し
、

秦
楠
親
糞
の
有
力
な
一

員
で
あ

っ
た
が
、
紹
興
一
四
年
、
檎
と
劉
立
し
桐
職
に
落
さ
れ
て
い
た
。
檎
の
死
後
、
そ
の
劉
立
者
の
政
界
復
開

・
再
起
用
或
い
は
死
浪
者
の
名
誉
回

- 89-

復
が
専
制
の
反
動
と
し
て
顕
在
化
し
、
万
侠
高
の
復
時
も
乙
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
は
開
封
・

陽
武
の
人
で
、
嘗
時
の
権
力
中
核

障
に
お
い
て
西
北
流
寓
居
の
利
害
を
代
曲
附
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
紹
興
二
六
年
五
月
、
沈
該
と
共
に
宰
相
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

翌
年
三
月

に
は
死
浪
し
て
お
り
、
秦
槍
後
の
政
治
運
営
に
大
し
た
痕
跡
は
残
し
て
い
な
い
。

沈
該
は
秦
槍
浪
後
間
も
な
い
紹
興
二
五
年
十
二
月
、

参
知
政
事
に
復
職
し
、

翌
年
五
月
、
左
僕
射
即
ち
宰
相
と
な
り
、

二
九
年
六
月
、
道
義

涙
官
人
群
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
る
ま
で
湯
思
退
と
共
に
権
力
の
中
植
に
あ
っ

た
人
物
で
あ
る
。
彼
も
秦
檎
と
封
立
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
参

知
政
事
に
任
命
さ
れ
参
内
し
た
際
に
高
宗
は
「
秦
槍
何
忌
卿
之
深
」
、

販
取
利」

で
あ
り
、
知
要
州
の
時
も
「
営
利
尤
甚
」
な
の
で
、
参
知
政
事
に
任
命
さ
れ
た
と
の
報
が
要
州
に
届
い
た
時
、
人
々
は
大
い
に
驚
い

①
 

た
と
い
う
。
ま
に
彼
は
呉
輿
の
出
身
で
あ
り
、
し
か
も
呉
輿
の
有
力
者
を
背
景
と
し
、

彼
ら
の
利
害
を
中
央
政
界
で
代
揖
す
る
存
在
で
も
あ
っ

と
わ
ざ
わ
ざ
下
問
し
て
い
た
。

初
め
温
州
府
に
あ
っ
た
時
に

「専
以
商

449 
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た
。
紹
興
二
九
年
の
彼
を
攻
躍
す
る
文
章
は
、
彼
が
天
資

・
人
品
と
も
に
凡
庸
で
あ
る
乙
と、

賄
賂
を
盛
ん
に
取
っ

た
乙
と
、

買
を
行
い
私
利
私
欲
を
大
い
に
行
っ
た
こ
と、

近
親
者

・
因
縁
者
を
登
用
し
た
乙
と
な
ど
を
列
翠
し
、

更
に
、

@
 

近
視
大
理
寺
評
事
八
員
、
而
寄
居
害
川
者
五
、
類
皆
富
室
右
族
、
同一旦
無
因
而
致
哉

と、

害
川
、
即
ち
呉
興
出
身
者
が
多
く
登
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

ば
、
彼
は
蹄
安
の
著
姓
で
あ
り
、
参
知
政
事
で
あ

っ
た
時
の
事
蹟
と
し
て
、

子
弟
を
以
て
商

ま
た
嘉
泰
果
輿
志

「
呉
興
志

・
著
姓
」

と
な
る
著
姓
に
よ
れ

奮
呉
輿
丁
身
、

歳
職
三
十
有
寄
、
公
奏
減
五
分
之
四
、
郷
人
徳
之

と
体
え
て
い
る
。
呉
興

l
l蹄
安
、
即
ち
首
時
最
も
生
産
力
の
高
い
地
域
を
代
表
し
、

そ
の
有
力
者
層
を
背
景
と
し
て
権
力
中
核
鐙
に
位
置
し

て
い
た
と
言
え
る
。

湯
思
退
は
秦
檎
存
命
中
の
紹
興
二
五
年
六
月
、
既
に
簸
書
極
密
院
事
と
し
て
大
臣
群
の
一
員
で
あ
っ
た
が
、
檎
の
死
後
、
直
ち
に
参
知
政
事

と
な
り
、
二
七
年
六
月
宰
相
に
就
任
し
、
陳
俊
卿
ら
に
よ
っ
て
薄
劾
さ
れ
落
職
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
左

・
右
僕
射
l
宰
相
で
あ
っ

た
人
物
で
あ

る
。
彼
は
慮
州
・
括
蒼
の
人
で
あ
り
、

- 90ー

至
若
青
田
之
濡
集
、
卒
江
之
張
楽
、
禽
稽
之
倉
承
宗
、
括
蒼
之
潜
景
珪
輩
、
率
家
計
距
首
問
、
厚
以
財
賄
康
行
交
結
、

①
 

或
興
之
補
吏

思
退
或
興
之
連
姻
、

と
あ
る
よ
う
に
、
漸
西
・
漸
東
の
有
力
者
層
の
支
持
を
受
け
、
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
間
違
い
な
く
南
宋
政
権
が
最
も
経
済
的
に
依
存
し
て
い

た
江
南

l
!雨
漸
地
方
の
地
域
的
利
害
を
代
縛
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
に
湯
思
退
に
つ

い
て
注
目
す
べ
き
粘
'
は
、
彼
が
い
つ
も

一
群
の
官
人

群
を
掌
握
し
て
い
た
乙
と
で
、
と
う
し
た
意
味
で
秦
檎
に
近
い
髄
質
を
も
っ
て
い
た
ζ

と
で
あ
る
。
隆
興
和
議
の
際
の
一
連
の
主
和
論
系
官
人

群
は
別
と
し
て
も
、
紹
興
二
九
年
八
月
に
は
張
孝
祥
・
寅
文
昌
・張
松
・郭
世
模
・江
績
之
・韓
元
吉
・左
都
ら
が
湯
思
退
の
客
と
し
て
列
挙
さ
れ
て

お
り
、
三

O
年
八
月
の
陳
俊
卿
の
部
劾
文
に
は
張
孝
鮮

・
王
稀
亮

・
郡
大
受

・
方
師
罪

・
祝
公
達
・
沈
介
ら
が
、
在
激
の
弾
劾
文
に
は
林
魔

・

沈
介

・
葉
謙
亨
・
方
師
芦

・
張
孝
鮮
・

部
大
受
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
一
黛
と
し
て
列
穆
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
概
し
て
版
曹
で
あ
っ
た
り
治
法
に
長



ず
る
人
々
で
あ
っ
た
と
と
は
、
湯
思
退
が
貫
務

・
財
務
官
人
群
を
把
握
し
て
い
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
嘗
時
世
間
で
は
、
彼
は
「
養
家

⑬
 

宰
相
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ζ

と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
私
利
の
獲
得
に
お
い
て
も
し
た
た
か
な
才
賓
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
。
嘗
時
最
も
経
済

力
の
豊
か
さ
を
誇

っ
た
地
域
は
江
南
・
太
湖
周
没
地
域
で
あ
り
、
沈
該

・
湯
思
退
ら
は
雨
者
共
に
四
十
四
箇
月
に
わ
た
り
権
力
の
中
橿
部
に
あ

こ
れ
ら
い
わ
ば
先
進
地
を
背
景
と
し
て
行
動
し
、
そ
の
地
域
的
利
害
を
政
権
内
に
反
映
さ
せ
る
役
割
を
果
し
て
き
た
と
い
え
る
。

っ
て
、と

ζ

ろ
で
秦
橋
渡
後
の
政
権
を

一
腰
、
沈
該

・
湯
思
退
政
権
と
呼
ぶ
ζ

と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
園
家
運
営
の
方
針
、
特
に
外

交

・
軍
事
政
策
は
秦
槍
の
設
定
し
た
大
綱
を
忠
貫
に
果
す
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
秦
槍
は
紹
興
二
五
年
十
月
、
遺
表
に
お
い
て
、

⑪
 

願
陛
下
盆
園
都
圏
之
憾
盟
、
深
思
宗
祉
之
大
計

と
述
べ
、
針
金
友
好

・
共
存
路
線
の
継
承
を
墓
ん
で
い
た
。
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻

一
七
二
、
紹
興
二
六
年
三
月
丙
寅
に
引
く
日
中
の
大
事
記

は
、
沈
該

・
万
侯
高
・
貌
良
臣
ら
を
共
に
秦
檎
の
黛
と
規
定
し
て
お
り
、

上
謂
貌
良
臣

・
沈
該

・
湯
思
退
目
、
雨
園
和
議
、⑫

 

嬰
、
以
矯
宗
社
無
窮
之
慶
、
良
臣
等
唯
唯
奉
詔

或
い
は
、

秦
檎
中
間
主
之
甚
竪
、

卿
等
皆
預
有
力
、

今
日
尤
協
心
一
意
、

休
兵
息
民
、
確
守
勿

- 91ー

@
 

張
波
主
復
儲
、

湯
思
退
租
秦
権
之
説
、
力
主
和

と
す
る
記
事
な
ど
か
ら
、
湯
恩
返
ら
の
園
政
運
用
の
方
針
は
、
高
宗
|
秦
檎
の
針
金
友
好
路
線
の
忠
貫
な
纏
承
で
あ
っ

た
と
と
が
伺
わ
れ
る
。

針
金
強
硬
論
者
の
撞
頭
と
権
力
中
極
部
の
掌
握

前
章
に
お
い
て
秦
槍
混
後
の
政
局
を
牛
耳
っ
た
沈
該

・
湯
思
退
政
権
の
性
格
を
若
干
、
検
討
し
て
き
た
が
、
本
章
に
お
い
て
は
、

そ
の
沈

・

湯
政
権
の
下
で
芽
生
え
、
成
長
し、

最
後
に
は
沈
該
・

湯
思
退
ら
を
罷
兎
に
追
込
ん
だ
勢
力
ー
ー
ー
そ
れ
は
紹
興
末
・
隆
輿
年
聞
に
は
主
戦
論
集

闘
を
形
成
し
た
||
の
撞
頭
に
つ
い
て
燭
れ
て
み
た
い
。
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き
て
、

秦
檎
の
死
は
一
個
人
の
死
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

奏
槍
路
線
に
反
射
し
批
判
的
で
あ
っ
た
さ
ま
ぎ
ま
な
人
物
の
政
界
復
婦
を
意

味
し
て
い
た
。
そ
れ
は
紹
興
の
和
議
に
お
い
て
敗
北
し
た
人
々
は
勿
論
の
ζ

と、

秦
檎
に
協
力
し
政
権
に
参
加
し
、
後
に
樹
立
す
る
に
到

っ
た

人
々
、

秦
槍
下
の
政
権
参
加
を
一
時
見
合
せ
て
い
た
人
々
な
ど
多
様
な
土
人
群
の
政
界
復
蹄
を
意
味
し
て
い
た
。
本
章
で
は
秦
檎
死
後
の
多
数

の
官
人
の
復
蹄
朕
況
を
全
て
網
羅
す
る
ζ

と
は
出
来
な
い
が
、
後
年
主
戦
論
を
主
張
し
、
隆
興
和
議
の
争
論
に
参
加
し
た
人
々
、
十
齢
名
に
限

定
し
て
、
彼
ら
の
政
界
復
蹄
或
い
は
参
加
の
道
筋
と
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者
と
し
て
の
特
色
を
展
墓
し
て
み
た
い
。

高
宗
親
政
と
共
に
高
宗
の
強
い
希
望
で
紹
興
二
六
年
二
月
、

月
、
躍
部
侍
郎
に
、
二
七
年

一
月
、
給
事
中
に
就
任
し
て
い
る
。
彼
は
莱
州
の
人
、
「
父
之
仇
、
不
興
共
天
、

云
々
」
と
、

金
と
和
す
べ
き
で

な
い
と
上
書
し
た
乙
と
が
あ
り
、
岳
飛
と
も
往
来
が
あ
っ
た
。
躍
部
侍
郎
と
し
て
は
、

邦
園
の
大
計
ぞ
考
え
る
に
現
在
の
財
政
は
歳
入

・
歳
出

共
に
極
め
て
凱
脈
で
あ
る
と
し
、
「
朝
廷
一
歳
中
出
入
之
数
」
は
立
て
て
定
額
と
魚
す
べ
き
乙
と
を
求
め
て
い
た
貼
は
大
い
に
注
目
す
る
必
要

⑬
 

が
あ
る
。
ま
に
隆
興
元
年
、
参
知
政
事
と
し
て
湯
思
退
追
放
を
主
張
し
て
い
る
。
更
に
王
十
朋
の
起
用
や
孝
宗
に
求
め
て
い
た
。

辛
次
腐
は
都
陽
に
寓
居
す
る
こ
と
十
六
年、

知
委
州
に
復
蹄
し

同
年
間
十

潟
時
行
は
紹
興
和
議
に
反
劃
し
て
秦
檎
に
憎
ま
れ
、
十
八
年
間
野
に
在
っ
た
が
、
紹
興
二
七
年
三
月
、

知
蓬
州
に
復
帰
し
た
。
彼
は
四
川

・
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壁
山
の
人
で
、
同
一三

年

七
月
、

張
淡
の
起
用
を
高
宗
に
強
く
求
め
、
陛
下
は
賢
士
大
夫

・
骨
鰻
謀
議
の
臣
と
銀
難
を
共
に
す
べ
し
と
主
張
し

⑬
 

て
い
た
。
張
波
が
隆
輿
初
年
末
に
構
想
し
た
起
用
者

一
覧
で
は

「
近
臣
」
の
項
に
含
め
ら
れ
て
い
た
。

金
安
節
は
紹
興
二
五
年
十
二
月
、

知
最
州
に
復
闘
し
、
二
七
年
二
月
、
提
貼
商
船
山
西
路
刑
獄
公
事、

同
年
九
月
、

守
大
理
少
卿
と
な

っ
て

い

る
。
休
寧
の
人
、
殴
中
侍
御
史
と
し
て
嘗
て
秦
檎
の
兄
、
梓
を
弾
劾
し
、
槍
に
憎
ま
れ
、
久
し
く
巌
せ
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
大
理
少
卿

と
し
て
は
、
活
民
の
這
は
徳
数
を
先
に
し
刑
法
を
後
に
す
べ
き
で
あ
り
、
百
官
は
法
令
を
専
用
す
る
の
で
な
く
、

数
化
に
資
す
る
も
の
は
大
小

な
く
必
ず
行
う
べ
き
乙
と
を
詔
紋
と
し
て
徹
底
さ
せ
て
ほ
し
い
と
墓
ん
で
い
た
。
後
年
の
彼
は
主
戦
論
者
の
中
心
人
物
で
あ
り
、

⑬
 

民
金
石
人
也
」
と
張
波
の
稀
賛
を
受
け
て
い
る
。

「
金
給
事
、

王
大
賞
は
嘗
て
上
呈
し
て
い
た
詩
書
易
三
経
解
が

高
宗
の
意
に
か
な
い
、

紹
興
二
五
年
十
二
月
、

守
園
子
司
業
粂
崇
政
駐
説
書
に
起
用
さ



れ
、
二
六
年
十
一
月
、
知
温
州
に
就
任
し
て
い
る
。
園
子
司
業
時
代
の
二
六
年
二
月
、
江
南
諸
州
の
月
椿
銭

・
折
白
巾
銭
の
も
た
ら
す
弊
害
を
列

奉
し
、
諸
路
監
司
が
月
椿
名
色
を
麗
質
し
、
立
て
て
定
額
と

震
さ
ん
乙
と
を
求
め
、

ま
た
度
牒
販
賓
の
停
止
を
求
め
、
高
宗
と
樹
立
し
て
い

た
。
彼
は
潮
州
出
身
で
、
超
鼎
・
張
凌

・
拭
父
子
と
何
学
問
上
の
往
来
が
あ
り
、
後
年
、

孝
宗
下
で
は
湯
思
退
を
攻
撃
し、

最
も
戦
闘
的
な
針
金

⑫
 

強
硬
論
者
の
一
員
で
あ
り
、
張
凌
の
起
用
諜
定
者
の
一
員
で
も
あ
っ
た
。

虞
允
文
は
、
紹
興
二
六
年

一
月
、
萄
中
人
材
と
し
て
沈
該
の
推
薦
に
よ
り
遁
剣
彰
州
か
ら
知
渠
州
と
な
り
、

て
い
る
。
乙
の
期
間
、
常
賦
以
外
の
加
数
六
高
五
千
絵
織
を
奏
し
て
罷
め
さ
せ
た
乙
と
が
認
め
ら
れ
、

中
央
政
界
に
登
場
す
る
ζ

と
と
な

っ

に
。
そ
し
て
君
遁
と
は
畏
天
・
安
民
・

法
旭
宗
の
三
で
あ
る
と
早
速
、
上
言
し
て
い
た
。

後
年
の
彼
は
、

紹
興
=
二

年
八
月
、

采
石
の
戦
い
を

指
揮
し
て
金
寧
の
渡
江
を
阻
み
、
一

躍
、
名
獲
を
得
て
主
戦
論
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
。
仙
井
の
出
身
で
萄
系
官
人
の
代
表
者
と
し
て
孝
宗
時

⑮
 

代
、
一
幅
建
系
官
人
の
代
表
者
、
陳
俊
卿
と
共
に
数
年
に
わ
た
り
宰
相
で
あ
っ
た
人
物
で
も
あ
る
。

二
八
年
十
月
、

秘
書
丞
に
移

つ

主
戦
論
者
の
中
で
は
大
鎧
、
金
安
節
と
同
行
動
を
と
っ
た
黄
中
は
、
紹
興
二
六
年
六
月
、
秘
書
省
校
書
郎
と
し
て
面
射
し、

百
姓
の
疾
苦

・
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財
用
の
盛
耗
・

官
吏
の
貧
汚
な
ど
を
述
べ
、
同
年
十
月
、
著
作
佐
郎
と
な
り
、
徐
々
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
彼
は
部
武
の
人
で
、

紹
興

三
二
年
一
月
、
躍
部
侍
郎
で
あ
っ
た
際
、
欽
宗
の
喪
躍
を
め
ぐ

っ
て
高
宗
と
封
立
し
、

宰
相
朱
停
が
「
上
意
貫
然
、

臣
子
務
負
恭
順
可
也
」
と

⑬
 

言
っ
た
の
に
封
し
、
「
責
難
於
君
、
乃
震
恭
耳
」
と
答
え
て
い
た
。
瞳
制
に
き
び
し
く
、
一
貫
し
て
針
金
親
征
論
を
主
張
し
て
い
た
。

杜
甫
の
十
三
世
の
孫
、
杜
華
老
は
紹
興
二
六
年
十
一
月
、
貌
良
臣
の
推
薦
に
よ
り
、

救
令
所
制
定
官
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

乙
の
折
、
時
弊

十
事
を
論
じ
、

以
後
再
三
に
わ
た
っ
て
金
に
備

@
 

え
る
乙
と
を
今
日
の
急
務
と
し
て
主
張
し
て
お
り
、
張
波
の
起
用
者
一
覧
で
は
、
劉
洪
・
王
大
賓
と
共
に
召
還
す
べ
き
人
物
と
さ
れ
て
い
た
。

張
聞
は
紹
興
二
七
年
八
月
、
提
奉
雨
漸
路
市
舶
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
九
年
九
月
、
御
史
蓋
主
簿
と
な
っ
て
い
る
。
永
嘉
の
人
、

朱
奈
が
「
其
言

@
 

金
人
世
餓
不
可
和
者
、
惟
胡
右
史
鈴

・
張
尚
書
聞
耳
」
と
稿
賛
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
特
に
軍
政
の
粛
正
、
園
防
力
強
化
を
説
い
て
い
た
。
彼
は
居
山
・
青
紳
の
出
身
で
、
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陳
俊
卿
は
紹
興
二
七
年
六
月
、
校
書
郎
衆
普
安
恩
卒
郡
王
府
教
授
に
秘
書
丞
楊
邦
弼
と
共
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
三

O
年
六
月
、
監
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宏
一
小
御
史
、
同
年
八
月
、
股
中
侍
御
史
と
な
り
、
時
の
宰
相
湯
思
退
の
這
落
し
に
大
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
三
一
年
一

月
、
六
月
と
再
度
、
張
凌

は
忠
義
者
で
あ
り
、
文
武
{
兼
ね
た
人
物
で
あ
る
と
力
賭
し
て
い
る
。
輿
化
軍
首
田
の
出
身、

主
戦
論
の
中
心
人
物
で
、
孝
宗
時
代
、

一帽
建
系
官

@
 

人
群
の
代
表
者
と
し
て
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
。
朱
来
を
最
も
零
敬
し
、
朱
長
も
彼
の
た
め
に
行
献
を
著
し
て
い
る。

在
激
は
鏡
州
・

浮
梁
の
人
、
紹
興
二
六
年
八
月
、
万
侯
局
の
推
薦
で
一
侃
州
州
製
敬
授
か
ら
秘
書
省
正
字
と
な
り
、
同
月
、
乗
貫
鋒
院
検
討
官

と
な
っ
た
。
三

O
年
二
月
、
股
中
侍
御
史
と
な
り
、
同
年
十
一
月
、
陳
俊
卿
と
組
み
、

湯
思
退
遁
放
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
。

一
貫
し
た
劃
金

強
硬
論
者
で
、
三
二
年
、
参
知
政
事
に
就
い
て
い
る
。
陳
俊
卿

・
王
十
朋
ら
の
推
薦
者
で
あ
り
、
自
分
は
寡
徴
の
出
身
で
あ
り
、
「
所
以
報

@
 

園
、
惟
無
私
不
欺
爾
」
、
と
述
べ
て
お
り
、
張
凌
ら
と
は
別
系
統
の
園
家
主
義
を
濃
厚
に
も

っ
て
い
た
。

ζ

の
他
、

隆
輿
の
和
議
に
首
っ
て
主
戦
論
者
の
有
力
な

一
翼
を
形
成
し
た
、
柴
清
の
人
王
十
朋

・
菅
源
の
人
間
安
中
ら
は
、

い
ず
れ
も
紹
興

二
七
年
三
月
の
貢
穆
に
お
い
て
、

「
鰻
亮
切
直
者
」
を
上
位
に
お
く
べ
し
と
す
る
方
針
に
従
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
一
位

・
二
位
で
進
士
と
な
っ
七
人

@
 

物
で
あ
る
。
ま
に
、
陳
俊
卿

・
張
拭

・
朱
蒸
ら
と
深
い
交
友
関
係
を
結
び
、
一
踊
建
系
の
有
力
官
人
で
、
居
一
吾
恥
せ
ざ
る
を
恨
と
し
て
浸
し
た
劉
挟

@
 

も
、
紹
興
二
八
年
四
月
、
奏
檎
に
追
わ
れ
て
在
っ
た
主
管
台
州
崇
遁
観
よ
り
知
大
宗
正
丞
に
復
蹄
し
て
い
た
。
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以
上
、
隆
興
和
識
に
お
い
て
張
波
を
中
心
と
す
る
主
戦
論
集
国
を
形
成
し
た
人
々
の

秦
檎
浪
後
の
政
界
復
蹄
或
い
は
起
用
献
況
を
み
て
き

た
。
次
に
、

ζ

れ
ら
秦
橋
渡
後
撞
頭
し
て
き
に
針
金
強
硬
論
者
全
般
に
通
じ
る
特
色
に
つ
い
て
若
干
、

鯛
れ
て
お
き
た
い
。

そ
の
考
え
方
は
徽
宗

・
欽
宗
南
帝
の
捕
囚
と
胡
地
に
お
け
る
死
に
劃
し
て
復
師酬
を

誓
う
も
の
で
あ
り
、
金
は
不
倶
戴
天
の
儲
で
あ
り
、
君
臣
父
子
の
道
を
踏
み
に
じ
る
も
の
に
劃
す
る
復
仇
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
王

@
 

十
朋
は

「今
日
之
師
、
負
担
宗
陵
疲
、
局
二
帝
復
師
、
魚
二
百
年
境
土、

震
中
原
弔
民
伐
罪
、
非
前
代
好
大
生
事
者
比
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま

た
朱
殻
は
力
巻
こ
め
て
張
凌
行
肢
を
記
し
て
お
り
、
そ
こ
で
南
渡
以
来
、

士
大
夫
は
和
議
を
唱
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
江
南
保
守
の
計
に
過
ぎ

ず
、
そ
う
し
た
朕
況
下
で
、

公
(
張
俊〉

は

ま
ず
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
針
金
強
硬
論
者
で
あ
っ
た
が
、

濁
毅
然
、
以
虜
未
滅
震
己
責
、
必
欲
正
人
心
、
雲
儲
恥
、
(
中
略
〉
、

使
天
下
之
人
勢
然
復
知
中
園
之
所
以
異
於
夷
秋
、
人
類
之
所
以
異
於
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禽
験
者

と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

た。

こ
の
系
列
の
主
張
は
道
義
論
・
復
儲
論
に
立
っ
て
お
り
、
和
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
妥
協
の
除
地
は
乏
し
か
っ

次
に
、
彼
ら
の
出
身
地
を
調
べ
て
み
る
と
、
嘗
時
の
政
権
捲
嘗
者
沈
該

・
湯
思
退
ら
の
背
景
を
な
し
て
い
た
江
南

・
太
湖
周
遁
地
域
出
身
者

の
乏
し
い
こ
と
に
気
づ
く
。
紹
興
六
年
、

豪
右
大
姓
の
最
も
緊
居
し
て
い
る
地
域
と
し
て
、
断
西
で
は
卒
江
府

・
湖
州
・
秀
州
・
常
州
・
江
陰

@
 

軍
、
街
東
で
は
紹
興
府
・
街
州
・
温
州
、
江
東
の
建
康
府
・
康
徳
軍
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
乙
れ
ら
の
地
域
は
最
も
生
産
カ
の
高
い

地
方
で
あ
り
、
所
謂
先
進
地
で
あ
っ
た
。
今
、
列
奉
し
た
十
三
名
中
、
王
十
朋

・
張
聞
は
永
嘉
、
即
ち
温
州
系
の
官
人
で
あ
る
が
、
雨
者
以
外

に
南
街
系
の
官
人
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
鴻
時
行
・

虞
允
文

・
杜
菩
老
・
間
安
中
ら
は
四
川
出
身
で
あ
り
、

資
中
・
陳
俊
卿
・
劉
洪
ら
は

一
隅
建
出
身
で
あ
っ
た
。
教
的
に
乙
の
極
く
僅
か
な
事
例
で
も
っ
て
断
定
す
る
乙
と
は
、

勿
論
、
慎
重
で
あ
り
た
い
が
、
彼
ら
の
後
年
の
活
躍
ぶ
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り
を
考
え
て
み
る
と
、
隆
興
和
議
に
お
け
る
主
戦
論
の
背
景
に
四
川
・
一
踊
建
の
連
合
勢
力
を
想
定
す
る
と
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
乙
の
他
、
西
北
流
寓
系
一
ハ
華
次
謄
〉
、
康
東
系
一

〈王
大
賞
)、
江
東
南
部
二
(
金
安
節
・
涯
激
〉
な
ど
を
加
え
て
み
る

と
、
後
の
主
戦
論
の
有
力
者
は
概
し
て
経
済
的
後
進
地
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
隆
輿
元
年
末
の
張
渡
の
起
用
者

一
覧
で

は
、
彼
(
成
都
・
綿
竹
の
出
身
〉
を
含
め
四
川

・一
幅
建
系
は
十
七
名
中
九
名
を
数
え
、
江
南
出
身
者
は
僅
か
一

名

(
莫
沖
|
|
湖
州
)
の
み
で
あ
っ

た
。
要
す
る
に
、
金
と
の
和
卒
関
係
を
重
視
し
た
沈
該
・
湯
思
退
ら
は
江
南
・
太
湖
周
遊
の
所
謂
、
先
準
地
を
背
景
に
も
ち
、
そ
れ
に
封
立
し

た
張
渡
集
園
は
四
川
・
一
帽
建
な
ど
を
背
景
に
し
て
い
た
と
と
が
大
雑
把
に
観
察
で
き
る
。

衣
に
彼
ら
の
第
三
の
特
色
は
、
概
し
て
彼
ら
は
皐
問
的
数
養
が
高
く
、
責
務
鹿
理
を
得
意
と
す
る
よ
り
は
先
ず
数
養
人
で
あ
り
、
準
者
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
春
秋
に
よ
っ
て
儲
敵
許
す
べ
か
ら
ず
と
説
き
、
張
凌

・
金
安
節
は
易
に
精
し
く
、
王
大
賓
は
詩
書
易
解
に
よ
っ
て
高
宗
の
眼
に

と
ま
り
、
黄
中
・
陳
俊
卿
・
王
十
朋
・
張
闇
ら
は
孝
宗
の
数
授

・
侍
講
・
侍
讃
で
あ
り
、

張
凌
の
子
、
棋
を
含
め
彼
ら
の
翠
問
的
交
際
は
密
で

あ
り
、
何
ら
か
の
形
で
朱
煮
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
ま
た
彼
ら
が
数
養
人
で
あ
り
、
徳
治
を
重
視
し
て
い
た
乙
と
は
、
嘗
然
、
所
調
能
吏
的
官
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人
に
射
す
る
強
烈
な
反
感
と
な
っ
て
一
万
さ
れ
て
い
る
。
陳
俊
卿
行
肢
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

又
言
、
州
鯨
之
問
、
腕
魚
能
吏
者
、
往
往
務
矯
急
刻
、
専
以
趣
緋
財
賦
鴛
功
、
市
規
撫
字
聴
断
篤
不
念
、
其
間
又
有
緊
数
以
震
羨
除
之
献

者
、
増
市
征
則
筈
商
買
、
督
述
賦
則
病
農
民
、
甚
或
侵
移
常
賦
、
胎
患
後
人
、
朝
廷
不
察
、
反
謂
有
才
、
願
有
以
深
戒
、

最
之
則
天
下
之

③
 

幸
也

彼
ら
は
能
吏
に
反
携
し
、
徳
治
を
主
張
し
て
い
た
語
で
あ
る
が
、
ζ

う
し
た
傾
向
は
官
僚
界
或
い
は
権
力
中
核
睦
に
あ
っ
て
は
、

財
政

・
法

そ
乙
を
基
盤
と
し
て
人
事

・
政
策
決
定
な
ど
に
瑳
言
し、

政
治
の
方

向
づ
け
に
影
響
を
興
え
る
と
い
う
傾
向
を
生
ん
で
い
た
。
ま
に
高
宗
は
秦
檎
混
後
、

専
制
の
再
現
を
防
ぐ
た
め
、

⑩
 

措
置
言
事
官
、
(
中
略
)
、
察
官
具
員
、
近
世
所
未
有
」
、
と
言
事
官
を
極
め
て
重
視
し
て
い
た
が
、

て
い
た
。

律
な
ど
の
質
務
携
嘗
よ
り
雄
官
・
言
事
職
を
重
視
し
、

そ
乙
に
結
集
し
、

「
上
監
秦
檎
撞
権
之
弊
、
途

そ
の
乙
と
が
乙
の
傾
向
を
一

居
促
進
さ
せ

第
四
番
目
に
彼
ら
の
乙
の
段
階
で
の
政
治
に
劃
す
る
姿
勢
を
見
る
と
、
既
述
の
如
く
所
調
能
吏
に
反
援
し
て
い
た
が
、

能
吏
と
は
先
の
文
章
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に
も
見
る
遁
り
、
徴
税
・
専
買
な
ど
を
強
力
に
貫
施
し
て
中
央
に
資
金
を
迭
り
乙
み
、
私
腹
を
肥
や
す
官
人
群
を
指
し
て
お
り
、

徳
治
を回
日
と

す
る
官
人
と
は
地
方
郷
村
の
利
盆
を
守
り
、
集
権
主
義
に
抵
抗
し
、
官
界
の
綱
紀
粛
正
を
要
求
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
先
に
王
大
賓
が
月
椿
銭

の
弊
官
官
を
指
摘
し、

そ
の
放
縦
な
枚
奪
に
一
定
の
枠
を
設
け
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
乙
と
、

虞
允
文
が
知
渠
州
と
し
て
常
賦
外
の
加
数

に
反
射
し
た
乙
と
、
責
中
が
百
姓
の
疾
苦

・
財
用
の
盛
耗

・
官
吏
の
貧
汚
を
論
じ
た
乙
と
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
が
、

乙
れ
ら
は
全
て
乙
う
し

た
姿
勢
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
紹
興
二
五
年
十
二
月
、
御
史
王
珪
ら
の
、
地
方
か
ら
の
牧
奪
に
は
一

定
の
枠
が

@
 

設
け
ら
れ
る
べ
き
乙
と
の
要
求
、
二
六
年
二
月
の
劉
才
部
・
許
輿
古

・
魯
沖
ら
の
民
間
事
情
を
波
み
、
酷
吏
を
厳
し
、
盟
税
他
増
税
は
や
め
て

@
 

ほ
し
い
と
す
る
上
奏
文
な
ど
と
接
績
す
る
も
の
で
あ
り
、
向
伯
奮

・
辛
次
腐
ら
が
地
方
財
政
・
園
家
財
政
そ
れ
ぞ
れ
に
「
以
入
制
出
」
、

「
立
魚

@
 

定
数
」
と
す
る
要
求
と
も
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
乙
う
し
た
意
見
は
例
え
ば
紹
興
三

O
年
十
二
月
、
組
組
制
銭
は
過
去
十
年
間
の

@
 

卒
均
額
を
以
て
定
額
と
す
る
決
定
な
ど
に
お
い
て
貫
現
し
て
い
た
。
従
来
、
経
総
制
銭
は
紹
興

一
九
年
額
を
定
額
と
し
て
い
に
が
、
と
れ
は
秦



檎
ー
曹
泳
が
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
最
高
額
を
以
て
定
額
と
し
た
た
め
、
二
六
年
、
李
邦
献
が
是
正
を
求
め
て
以
衆
、

賀
允
中

・
責
組

舜
ら
が
上
言
し
、
在
搬
の
強
い
要
求
と
陳
康
伯
の
支
持
に
よ
っ
て
や
っ
と
貫
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
地
方
郷
村
の
利
盆

を
守
る
立
場
か
ら
、
放
慢
な
財
政
に
枠
を
設
け
る
と
と
を
求
め
、
組
宗
醤
制
の
回
復
と
遵
守
を
求
め
、
政
治
全
般
に

一
定
の
枠
組
み
、
即
ち
制

度
の
確
立
を
強
く
求
め
て
い
た
ζ

と
は
、
乙
れ
ま
た
注
目
に
値
す
る
傾
向
で
あ
つ
に
。

以
上
、
堀
け
足
で
は
あ
る
が
、
奏
檎
波
後
、
反
秦
檎
を
旗
印
に
さ
ま
ざ
ま
な
官
人
が
登
場
し
て
く
る
中
で
、
四
川
・
一
帽
建
な
ど
非
先
進
地
を

背
景
と
し
、
忽
ナ
術
・
博
統
を
傘
重
し
、
針
金
強
硬
論
を
主
張
す
る
官
人
群
が
着
買
に
己
れ
の
位
置
を
固
め
、
撞
頭
し
て
き
た
乙
と
を
述
べ
て
き

た
。
そ
し
て
乙
の
集
固
は
や
が
て
強
力
な
政
治
勢
力
に
成
長
し
、
宰
相
沈
該
・

湯
思
退
ら
を
弾
劾
し
、
政
権
か
ら
追
放
す
る
ま
で
に
到

っ
て
い

る

@
 

紹
興
二
九
年
六
月
、
大
臣
群
の
一
員
で
あ
る
知
枢
密
院
事
陳
誠
之
は
、
言
事
官
に
よ
っ
て
「
招
集
富
商
、
出
入
門
下
」
で
あ
る
と
し
て
、
僻

職
に
遁
い
込
ま
れ
、
同
月
、
同
じ
言
事
官
に
よ
っ
て
沈
該
が
弾
劾

・
菟
職
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
沈
該
は
嘗
て
任
地
の
窃
で
「
沈
本
」

(沈

@
 

本
と
は
「
蓋
方
言
、
以
商
賀
局
本
也
」
)
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
営
利
に
熱
心
で
あ
る
と
攻
撃
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
翌
、
三

O
年
十

一
月
、
湯
思
退
が

守
侍
御
史
庄
撤

・
股
中
侍
御
史
陳
俊
卿

・
右
諌
議
大
夫
何
樽

・
右
正
言
王
准
ら
に
よ
っ
て
「養
家
宰
相
」
と
極
め
つ
け
ら
れ
僻
職
に
追
い
込
ま
れ
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今
十

乙
の
湯
思
退
追
放
に
よ
っ
て
非
先
準
地
系
官
人
群
は
、
も
は
や
江
南
|
|
先
進
地
系
官
人
群
に
針
抗
し
、
凌
駕
で
き
る
ほ
ど
の
勢
力

に
成
長
し
て
い
た
乙
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
に
。

紹
興
三

一
年
五
月
、

金
と
の
緊
張
の
高
ま
り
の
中
で
御
前
舎
議
が
聞
か
れ
る
が
、

そ
の
舎

合
の
出
席
者
、
即
ち
擢
力
中
核
鐙
の
構
成
者
は
凌
景
夏

・
在
慮
辰

・
銭
端
曜
・
金
安
節

・
張
運

・
責
粗
舜

・
楊
邦
弼

・
虞
允
文

・
在
撤

・
劉

@
 

度

・
陳
俊
卿
ら
で
あ
っ
た
、
金
・
虞

・
在

・
陳
は
既
述
の
通
り
で
あ
り
、
責
租
舜
は
一
帽
清

(
編
建
)
の
人
、
論
語
に
精
し
い
皐
者
官
僚
で
、
秦

檎
の
子
、

熔
の
太
侍
披
を
取
り
消
さ
せ
、
組
組
制
銭
の
減
額
定
制
化
を
主
張
し
た
人
物
で
あ
る
。

楊
邦
弼
は
建
安

(
繭
建
)
の
人
で
、
陳
俊
卿
と

共
に
孝
宗
の
数
授
に
抜
擢
さ
れ
、
以
後
、
多
く
陳
と
政
治
行
動
を
共
に
し
た
人
物
で
あ
る
。
在
鷹
辰
は
玉
山

(
江
東
)
の
人
、

準
者
と
し
て
名

高
く
、
呂
本
中
・
胡
安
圏
に
祭
び
、
ま
に
趨
鼎
の
弟
子
で
も
あ
り
、
張
設
の
政
権
構
想
で
は
執
政
に
議
定
さ
れ
て
い
七
人
物
で
あ
る
。
劉
度
の
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み
は
湖
川

・
長
輿
の
人
で
あ
る
が
、

蓋
諌
と
し
て
有
名
で
あ
り
与

春
秋
の
義
に
よ

っ
て
孝
京
に
復
備
を
迫
っ
た
人
物
で
ゐ
る
。
ζ

れ
ら
い
ず
れ

も
劉
金
強
硬
論
者
で
あ
り
、

命
同
議
出
席
者
十

一
名
中
八
名
は
主
戦
論
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
時
の
権
力
中
植
部
は
秦
槍

設
後
撞
頭
し
て
き
た
主
戦
論
者
に
よ
っ
て
占
接
さ
れ
て
い
た
。

時
の
宰
相
は
陳
康
伯

・
朱
停
で
あ
っ
た
が
、
高
宗

・
官
僚
麿
の
輿
望
は
陳
康
伯
に

集

っ
て
い
た
。

二
六
年
二
月
、
知
漢
州
か
ら
試
向
書
吏
部
侍
郎
に
抜
擢
さ
れ
、
以
後
昇
準
を
重
ね
、
二
九
年
九
月
、

「
沈
本
」
と
罵
倒
さ
れ
た
沈
該
の
後
を
う

曹

け
て
宰
相
K
就
任
し
た
人
物
で
あ
る
。
高
宗
は
「
上
謂
康
伯
目
、

卿
静
重
明
敏
、
一

語
不
妄
夜
、
員
宰
相
也
」
と
稿
賛
し
て
お
り
、
そ
の
人
格

彼
は
信
州
可
陽
(
江
東
)
の
人
で

紹
興

を
評
慣
し
て
の
起
用
で
あ
り
、
ζ

の
段
階
で
は
彼
も
強
硬
論
者
の
一

人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
年
の
隆
興
和
議
に
お
い
て
は
、

南
宋
朝
の
お
か

れ
た
大
勢
か
ら
和
議
を
支
持
し
て
湯
思
退

・
周
葵

・
洪
遅
ら
宰
執
群
を
ま
と
め
主
和
論
を
展
開
し
て
お
り
、
強
硬
論
で

一
貫
し
た
人
で
は
な
か

っ
た
。
恐
ら
く
こ
う
し
た
陳
康
伯
の
柔
軟
な
姿
勢
は
四
川

・
稿
建
を
中
心
と
す
る
強
硬
論
者
を
必
ず
し
も
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
に
の

で
あ
ろ
う
。
主
戦
論
者
た
ち
は
彼
ら
の
輝
け
る
指
導
者
と
し
て
、

張
淡
の
中
央
政
界
復
蹄
を
強
力
に
主
張
し
は
じ
め
た
の
も
乙
の
時
期
で
あ

っ
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に
。
勿
論
、

劉
金
閥
係
の
緊
張
の
高
ま
り
が
、
南
宋
の
主
権
者
高
宗
を
し
て
張
淡
再
起
用
を
決
意
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
復
闘
の
背
景
に

は
盟
十
に
欣
況
の
切
迫
か
ら
ピ
け
で
は
な
く
、
彼
の
復
蹄
を
強
く
要
請
し
、
指
導
者
と
し
て
受
容
れ
る
基
盤
が
確
立
し
て
い
に
ζ

と
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
。

紹
興
三

一
年
一
月
、
陳
俊
卿
は
、

自
分
は
卒
素
よ
り
凌
を
識
っ
て
い
た
詩
で
は
な
い
が
、
彼
の
忠
義
と
文
武
を
品
兼
ね
た
能
力
は
認
め
る
べ
き

で
あ
り
、

更
に
今
は
老
い
て
事
に
練
れ
て
お
り
前
日
の
設
で
は
な
い
と
し
て
、

「
願
陛
下
勿
惑
説
話
、
雄
未
付
以
大
柄
、

③
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人
心
、
庶
緩
急
可
以
相
及
」
と
述
べ
、
同
年
六
月
に
も
再
度
、

「
人
皆
以
凌
魚
可
、

陛
下
何
惜
不
一

試
之
」
と
念
を
押
し
て
い
た
。
ま
に
同
年

七
月
、
主
戦
論
者
の

一
人
、
知
繋
州
鴻
時
行
は
上
書
し
て
、

今
日
は
賢
土
大
夫

・
骨
髄
謀
議
の
臣
と
共
に
銀
難
を
乗
切
る
べ
き
で
あ
り
、
「
願

陛
下
合

一
己
之
好
悪
、
勉
周
波
以
副
人
墓
、
決
能
使
軍
民
回
心
、
鴎
躍
鼓
舞
、
其
数
亦
非
小
補
」
と
、

張
設
の
起
用
を
強
く
要
求
し
て
い
た。

@
 

し
か
し
、
高
宗
は
、
「
淡
才
疎
、
使
之
帥
一
路
、
或
有
可
観
、
若
再
督
諸
軍
、
必
敗
事
」
と
、
起
用
を
た
め
ら

っ
て
お
り
、
張
竣
が
政
界
に
復

且
興
以
近
郡
、
以
係



野
し
た
の
は
、

や
っ
と
宋
金
戦
争
開
始
後
の
紹
興
三

一
年
十
月
で
あ
っ
た
。
彼
は
観
文
殿
大
皐
士

・
剣
浬
州
に
復
蹄
し、

翌
月
初
め
剣
建
康
府

と
し
て
針
金
最
前
線
の
指
導
者
に
任
ぜ
ら
れ
る
ζ

と
と
な
っ
た
。

に
紹
興
和
議
を
ま
と
め
、

と
こ
ろ
で
高
宗
の
紹
興
三
二
年
の
突
然
の
引
退
、
孝
宗
の
即
位
は、

主
戦
論
者
に
と
っ
て
好
都
合
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
高
宗
は
秦
檎
と
共

そ
の
維
持
に
努
力
を
傾
け
て
い
た
、
か
、
代
っ
た
孝
宗
は

一
貫
し
た
主
戦
論
者
で
あ
っ
た
。
次
に
見
る
文
章
は
雨
者
の

差
異
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

上
(
孝
宗
)
毎
侍
光
尭

(
古
同
宗
)
、
必
力
陳
恢
復
大
計
以
取
旨、

光
莞
至
目
、
大
豆町
侠
老
者
百
歳
後
、

爾
御
議
之、

上
自
此
不
復
敢
言

(四

朝
間
見
録
乙
集
、
孝
宗
佼
復
)

孝
宗
幼
年
規
恢
之
志
甚
鋭
、
市
卒
不
得
運
者
、
非
特
嘗
時
謀
臣
猛
勝
、
凋
喪
略
輩
、
財
屈
兵
弱
、
未
可
展
布
、

亦
以
徳
蕎

(高
宗
〉
聖
志
、

主
於
安
静
、
不
忍
達
也
、
厭
後
蓄
積
梢
羨
、
又
嘗
有
意
用
丘
ハ
(
鶴
林
玉
露
各
四
〉
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孝
宗
の
即
位
は
、
彼
の
侍
講
・
侍
読
・
数
授
で
あ
っ
た
黄
中
・

楊
邦
弼

・
王
十
朋
・

張
問
・
陳
俊
卿
ら
の
主
戦
論
者
に
ち
を
勇
気
づ
け
、
彼
ら

の
謹
言
力
を
強
め
た
ζ

と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
孝
宗
は
積
極
的
に
張
淡
を
起
用
し
、
隆
輿
元
年
正
月
、
植
密
使
に
、
同
年
末
に
は
宰
相
に
任

命
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
張
波
と
孝
宗
と
の
出
曾
い
は
次
の
様
に
-記
さ
れ
て
い
る
。

上
手
書
召
剣
建
康
府
張
設
、
既
見
、
上
改
容
日
、
久
間
公
名
、
今
朝
廷
所
侍
惟
公
、
渡
言
、
人
主
以
務
翠
箆
先
、
人
主
之
祭
、
以

一
心
魚

木、

一
心
合
天
、
何
事
不
済
、
所
謂
天
者
、
天
下
之
公
理
而
己
、
必
競
業
自
持
、
使
清
明
在
期
、
則
賞
罰
翠
措
、
鑑
二
不
首
、
人
心
自

師
、
強
鄭
自
服
、
上
競
然
目
、
嘗
不
忘
公
言
、
渡
見
上
天
錫
英
武
、
力
陳
和
議
之
非
、
動
上
堅
意
以
園
事
功
、
於
是
加
法
少
侍
、
進
封
貌

@
 

園
公
、
除
江
准
宣
撫
使
、
節
制
屯
駐
軍
馬

第
二
次
宋
金
戦
争
の
開
始
と
主
和
論
者
の
復
活

459 

金

・
海
陵
王
は
紹
興
=
二
年
九
月
、
放
し
て
百
寓
の
大
軍
を
率
い
て
南
下
し
、

天
下
統
一
を
企
画
し
た
。
し
か
し
金
側
の
内
部
事
情
も
複
雑
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で
彼
の
意
図
は
質
現
し
な
か
っ
た
。
即
ち
同
年
四
月
以
来
、

金
の
西
北
迭
で
は
南
征
の
た
め
の
壮
丁
徴
設
の
抵
抗
に
端
を
設
す
る
契
丹
人
の
叛

乱
が
抜
大

・
進
行
し
て
お
り
、
ま
た
海
陵
王
の
専
制
に
反
劃
す
る
勢
力
に
擁
せ
ら
れ
た
世
宗
が
同
年
十
月
に
遼
陽
で
即
位
し
て
お
り
、

海
陵
王

の
地
位
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
年
十
一
月
初
旬
、
彼
の
願
望
を
こ
め
た
揚
子
江
渡
河
作
戦
も
宋
軍
の
善
戦
に
よ
っ
て
失
敗

し
、
十
一
月
末
に
は
彼
は
部
下
に
よ
り
暗
殺
さ
れ

金
の
宋
征
服
戦
争
は
頓
挫
す
る
乙
と
と
な
っ
た
。

金
軍
は
宋
に
和
睦
を
申
し
入
れ
北
開

し
、
代
っ
て
宋
軍
は
金
領
内
に
進
出
し
、

戦
局
は
一
時
少
康
朕
態
と
な
っ
た
。

宗
が
即
位
し
た
が
、
孝
宗
は
こ
の
際
、
大
約
、
二
つ
の
選
捧
が
あ
り
得
た
。

こ
の
宋
側
有
利
の
少
康
欣
態
の
中
で
高
宗
は
突
然
退
位
し
、
孝

一
つ
は
金
か
ら
の
申
し
出
に
腔
じ
、

金
の
内
部
混
凱
に
乗
じ
有
利
な

内
容
の
卒
和
候
約
を
結
ぶ
ζ

と
で
あ
り
、
今

一
つ
は
軍
事
的
匪
カ
を
強
化
し
、
宿
顕
で
あ
る
復
臨
を
試
み
る
乙
と
で
あ

っ
た
。

結
局
、宋
は
二
者

鐸
一
す
る
ζ

と
な
く
、
ま
ず
後
者
を
試
み
、
契
丹
人
の
叛
凱
を
鎮
座
し
て

(
紹
興
三
二
年
九
月
)
再
び
南
下
し
て
来
た
金
箪
と
相
劃
崎
し
、
決
戦
を

挑
み
、
壊
滅
的
敗
北
を
受
け
(
隆
輿
元
年
五
月
、
符
雌
の
戦
い
)
、
前
者
の
道
即
ち
和
平
交
渉
が
本
格
化
し、

と
な
っ
た
。
本
章
で
は
こ
乙
で
述
べ
た
期
間
|
|
開
戦
よ
り
候
約
締
結
ま
で
1

1
の
宋
側
の
動
き
に
つ
い
て
若
干
の
展
望
を
興
え
た
い
と
思
う
。

第
二
衣
宋
金
和
議
が
締
結
さ
れ
る
乙
と
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む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は
嘗
然
で
あ
る
。
し
か
し、

開
戦
直
前
の
段
階
で
既
に
権
力
中
核
位
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
針
金
強
硬
論
者
に
と
っ

て、

戦
争
開
始
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

乙
の
海
陵
王
の

一
方
的
企
固
に
よ
る
戦
争
は
宋
側
に
珠
想
外
の
影
響
を

興
え
、
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
即
ち
戦
争
の
計
霊
的
遊
行
は
観
念
的

・
主
情
的
復
仇
論
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
特
に

E
大
な
軍
費
が
徴
達
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
に
伴
い
軍
費
徴
達
を
庭
理
し
う
る
能
力
を
も
っ
た
官
人
群
1

1
主
戦
論
者
の
忌
誇
し
て
い
た
能
吏
層
|
|
の
協
力
が
絶
封

に
必
要
と
な
り
、

そ
の
た
め
彼
ら
が
一
旦
、
政
界
か
ら
追
放
し
た
人
物
、
例
え
ば
湯
思
退
な
ど
が
政
界
に
復
鯖
し
、
戦
争
指
導

・
戦
争
終
結
を

争
黙
と
し
て
再
度
闘
争
す
る
と
い
う
事
態
に
到
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

南
宋
の
軍
事
力
は
傭
兵
軍
で
あ
り
、
傭
兵
を
動
か
す
に
は
財
貨
を
必
要
と
し
た
。
例
え
ば
興
元
府
駐
割
御
前
右
軍
関
係
者
は
、
諸
軍
の
闘
志

は
鈍
く
、
戦
心
も
旺
盛
で
な
い
と
し
、

大
卒
目
今
事
勢
、
輿
前
時
異
、

@
 

不
立
重
賞
、
何
以
責
人
於
死
事
、
乞
詳
酌
事
機
、
別
輿
措
置



と
特
別
の
賞
賜
を
求
め
て
い
た
。
無
論
ト
主
戦
論
者
に
ち
も
軍
事
費
徴
達
を
看
過
し
て
い
に
詳
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
の
財
政
に
劃
す
る
提

言
は
概
し
て
節
約
の
奨
励
で
あ
り
、
献
納
の
呼
び
か
け
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
紹
興
=
二
年
六
月
、
御
史
中
丞
在
激
は

又
言
軍
放
将
起
、
費
用
方
繁
、

支
費
之
浩
翰
者
向
贋
、

百
官
之
冗
員
向
衆
、

官
府
之
横
用
向
煩
、

宜
保
其
不

今
局
務
之
可
省
者
向
多
、

@
 

急
、
大
加
節
約
、
以
街
今
日
之
務

と
述
べ
、
開
戦
直
後
の
同
年
十
月
、
駐
中
侍
御
史
杜
華
老
は

お
V

乞
令
動
臣
戚
皇
内
侍
之
家
、
献
家
財
以
助
園
、
仰
加
優
賞

と
提
言
し
て
い
た
。
し
か
し
質
際
の
戦
費
徴
達
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
茶
盟
酒
の
専
貰
強
化
で
あ
り
、
月
椿
銭
・
経
組
制
銭
の
徹
底

徴
震
で
あ
り
、
空
名
告
身

・
度
牒
の
販
買
で
あ
っ
た
。
日
中
は
皇
朝
中
興
大
事
記
巻
一
、

養
兵
の
項
で
次
の
様
に
論
じ
て
い
る
。

経
費
之
大
、
莫
於
養
兵
、
足
食
足
兵
、
今
日
之
先
務
也
、
園
家
経
度
措
置
、
無
一
不
以
養
兵
痛
言
、
紹
興
二
年
茶
盟
碓
酷
之
入
、
仰
以
養

兵
也
、
経
制
組
制
之
銭
、
以
助
軍
需
也
、
上
供
量
於
諸
路
、
盟
紗
表
於
一
幅
建
、
銭
引
量
於
四
川
、
月
椿
重
困
於
江
瓶
、
(
中
略
〉
、

空
名
告
身
、
誘
富
民
之
擢
、
而
内
需
物
由
巾
亦
以
充
賂
軍
事
矢

甚
者
、
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事
賀
、
買
官
欝
爵
を
盛
ん
に
行
い
、
ま
た
四
川
の
常
卒
義
倉
米
六
十
齢
高
石
を
軍
食
に
充
て
、
江

・
新
・

荊
湖
諸
路
の
坊
場
浄
利
銭
三
八

O
寓

@
 

絡
を
賞
軍
に
備
え
さ
せ
る
な
ど
戦
費
徴
達
に
狂
奔
し
て
い
た
。
特
に
度
牒
の
買
出
し
は
秦
檎
時
代
、
既
に
鹿
止
し
て
い
た
も
の
を
再
開
し
た
詩

で
、
事
態
の
切
迫
を
物
語
る
も
の
で
あ
つ
に
。

ま
た
乙
乙
で
注
目
す
べ
き
黙
は
、

賢
官

・
専
買
・
徴
税
の
強
化
な
ど
に
よ
る
牧
奪
形
式
は
秦
槍
後
接
頭
し
て
き
た
主
戦
論
者
た
ち
の
主
張
と

は
本
来
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
既
速
の
よ
う
に
地
方
郷
村
の
利
盆
を
守
り
、

集
権
主
義
に
抵
抗
す
る
立
場
で
地
方

財
政
・
園
家
財
政
と
も
ど
も
に
放
慢
な
擁
大
化
は
避
け
、
=
疋
の
枠
組
み
を
設
け
、
冗
官
冗
兵
の
整
理
を
し
、
節
約
を
旨
と
す
る
財
政
観
を
持

461 

っ
て
い
た
。
し
か
し
戦
争
の
開
始
は
彼
ら
の
年
来
の
主
張
を
賀
行
す
る
機
舎
を
失
わ
せ
る
乙
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
針
金
戦
争
そ
の
も

の
は
草
ひ
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
争
遂
行
の
に
め
の
園
家
動
員
計
輩
、
特
に
戦
費
徴
達
に
つ
い
て
の
展
望
は
歓
如
し
て
お
り
、

戦
争
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を
窪
行
す
べ
き
だ
と
す
る
年
来
の
主
張
と
、
如
何
に
し
て
戦
争
を
行
う
か
と
い
う
具
鐙
的
課
題
と
の
閣
の
布
離

|
|
乙
の
帯
離

・
矛
盾
は
南
宋

一
代
ぞ
遁
し
て
解
決
さ
れ
る
乙
と
は
な
か
っ

た
ー
ー
ー
に
直
面
す
る
と
と
と
な
っ
た
。

次
に
開
戦
の
も
た
ら
し
た
影
響
の
第
二
貼
は
、
権
力
中
核
鐙
に
再
び
湯
思
退
ら
嘗
て
追
放
し
た
官
人
群
の
、逗
り
咲
き
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

秦
槍
後
の
政
権
措
嘗
者
と
撞
頭
勢
力
と
の
争
い
は
、
同
時
に
貫
務
源
官
人
群
と
道
義
波
官
人
群
と
の
封
抗
で
も
あ
り
、

開
戦
直
前
に
後
者
が
前
者
を
凌
駕
し
た
乙
と
は
既
遁
の
通
り
で
あ
る
。
に
が
戦
争
の
開
始
は

E
大
な
戦
費
徴
達
を
必
要
と
し
、

そ
の
徴
達
技
術

に
長
じ
て
い
る
官
人
群
を
必
要
と
し
、

質
務
系
官
人
群
の
協
力
な
く
し
て
は
戦
争
は
途
行
で
き
な
い
ζ

と
も
明
ら
か
に
し
た
。

戦
争
必
至
の
紹

興
三

一
年
七
月
、

言
者
の
論
は

今
之
所
謂
郡
太
守
者
、
卒
時
援
資
格
而
来
、
簿
書
期
舎
、
僅
足
趣
樹
、
若

一
旦
有
征
行
調
設
之
煩
、
供
憶
銭
的
之
擾
、
比
閣
糾
集
之
政
、

在
朝
廷
意
慮
之
外
、
及
約
束
之
所
未
至
者
、
求
其
機
構
足
以
雁
第
、
威
信
足
以
服
衆
、
強
力
足
以
集
事
、

慢
悌
足
以
宜
民
、
而
能
開
患
於

@
 

未
形
者
、
葦
十
無
三
四

と
述
べ
、
不
適
任
者
の
罷
兎
を
求
め
て
い
た
。
主
和
論
者
の
一
人
、
王
之
墓
は
四
川
財
賦
総
領
時
代
、

{岨

無
遣
事
」
と
稿
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
人
物
を
戦
争
は
必
要
と
し
て
い
に
。

「軍
書
芳
午
、
調
度
百
出
、

之
墓
匡
萱

η
'u
 

nu 

噌

i

先
に
陳
俊
卿
・
在
激
ら
に
よ
っ
て
弾
劾
・
菟
職
さ
れ
た
湯
思
退
が
観
文
股
大
準
士
に
復
さ
れ
、
醒
泉
観
使
粂
侍
讃
と
し
て
再
び
政
界
に
復
蹄

し
た
の
は
、

紹
興
=
二
年
十
月
末
、
張
淡
の
起
用
よ
り
数
日
早
か
つ

に
。
そ
し
て
二
旬
近
く
た
っ
た
同
年
十
一

月、

高
宗
親
征
後
の
首
都

・
臨

安
を
管
掌
す
る
行
宮
留
守
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
復
蹄
し
た
理
由
に
つ
い
て
、

各
種
史
料
は
概
し
て
沈
黙
し
て
い
る
。
し
か
し
戦
争
の
開

@
 

始
が
江
南
を
背
景
と
す
る
政
治
勢
力
の
協
力
、
或
い
は
絶
え
ず
劉
立
関
係
に
あ
っ
た
孝
宗
す
ら
も
「
朕
愛
其
警
敏
」

と
評
債
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
彼
の
質
務
慮
理
の
俊
敏
さ
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
推
測
で
き
る
。
彼
は
行
官
留
守
に
就
任
す
る
や
直
ち
に
行
宮
留
守

印
の
鋳
造
や
各
種
事
務
虚
理
の
方
式
を
整
え
、
越
子
補
・
呂
贋
間

・
商
燦
・

鄭
樵

・
呉
祇
若

・
韓
元
士
口
ら
の
人
事
異
動
|
|
そ
れ
は
新
し
い
彼

の
集
国
の
誕
生
を
意
味
す
る
ー
ー
を
願
出
て
、
裁
可
を
得
て
い
た
。
ま
に
高
宗
が
主
戦
論
者
に
擁
さ
れ
て
建
康
親
征
に
出
護
す
る
と
と
花
、
欽



宗
の
耐
廟
の
祭
柁
が
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
ζ

と
を
理
由
に
反
封
し
、
躍
部
侍
郎
黄
中
と
争
論
し
て
い
い

取
っ
て
い
た
が
、
建
康
滞
在
僅
か

一
箇
月
で
欽
宗
耐
廟
を
理
由
に
、
親
征
属
従
集
園
r|

|
封
金
強
硬
論
集
圏
の
大
反
射
を
押
切
っ
て
臨
安
に
蹄

還
し
て
お
り
、
強
硬
論
者
と
高
宗
を
切
離
す
と
い
う
湯
思
退
の
目
論
見
は
貫
質
的
に
は
成
功
し
て
い
た
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
湯
思
退
の
復
活

即
ち
先
準
地
を
背
景
と
す
る
財
務
・
責
務
系
官
人
群
の

復
権
を
意
味
し
て
い

と
の
時
は
高
宗
は
黄
中
の
意
見
を

は
彼
個
人
の
復
活
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

湯
思
退
集
圏
、

た
。
紹
興
三

O
年
十
二
月
、

湯
思
退
弾
劾
に
際
し
て
在
級
よ
り
、
そ
の
一
黛
と
し
て
併
せ
論
難
さ
れ
た
吏
部
侍
郎
沈
介
(
奥
興
の
人
〉
は
、
三

@

@
 

二
年
間
二
月
、
知
、氷
州
に
、
起
居
合
人
葉
謙
亨
(
括
蒼
の
人〉

は
三
二
年

一
月
、

江
南
東
路
提
貼
刑
獄
公
事
に
そ
れ
ぞ
れ
充
て
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
刑
部
尚
書
、
戸
部
向
書
、
知
臨
安
府
、

知
建
康
府
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
ζ

と
の
あ
る
韓
仲
通
は
、

湯
思
退
追
放
直
後
(
紹
興
一
三
年
正
月
)
、

@
 

陳
俊
卿
に
よ
っ
て
「
起
於
法
家
、
専
務
刻
務
、
(中
略
)
、
湯
恩
返
乗
政
、
以
其
同
出
其
氏
之
門
、
特
引
援
之
」
と
弾
劾
さ
れ
た
が
、

三
二
年
に

@
 

は
知
明
州
に
復
関
し
て
い
た
。
ま
に
嘗
て
戸
部
侍
郎
と
し
て
活
躍
し
、
弾
劾
・
菟
職
さ
れ
て
い
た
鍾
世
明
も
准
南
路
輔
運
判
官
に
復
職
し
て
お

@
 

り
、
と
れ
な
ど
も
能
吏
復
関
の
波
に
乗
っ
た
事
例
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
宋
金
戦
争
の
開
始
は
軍
費
徴
達
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
務
虚
理
を

必
要
と
し
、

そ
の
こ
と
は
道
義
波
官
人
が
軽
視
し
蔑
視
し
て
い
た
能
吏
系
官
人
の
協
力
を
嘗
然
に
必
要
と
し
、

そ
の
乙
と
に
よ
っ
て
開
戦
直
前

の
段
階
で
政
界
か
ら
追
放
し
た
湯
思
退
を
指
導
者
と
す
る
勢
力
の
復
闘
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
招
く
と
と
と
な

っ
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た
。
勿
論
、

復
飾
論
を
説
く
張
淡
を
指
導
者
に
迎
え
、
宿
年
の
屈
恥
の
一
掃
を
期
し
て
い
る
孝
宗
の
即
位
を
見
、

意
気
上
が
る
強
硬
論
者
に
劃

し
て
、
首
面
、
湯
思
退
ら
の
一
議
は
正
面
切
っ
た
抗
争
を
挑
む
と
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、
開
戦
を
契
機
に
彼
ら
は
一
定
程
度
の
勢
力
を
再

結
集
し、

擢
力
を
掌
中
に
す
る
機
舎
を
待
つ
と
い
う
朕
況
が
現
出
し
て
い
た
。

四

符
離
の
戦
い
以
後
の
政
治
過
程

隆
奥
元
年
三
月
、
金
箪
は
奮
一炊
で
以
て
、
内
凱
の
た
め
金
軍
が
北
掃
し
た
後
、
宋
が
占
領
し
た
海

・
細

・
唐

・
都
四
州
の
返
還
を
含
め
、
紹

463 

興
一

一
年
の
和
議
に
復
す
乙
と
を
求
め
て
き
た
。

ζ

の
段
階
で
金
の
申
し
出
に
捻
っ
て
和
す
る
か
否
か
の
二
者
捧

一
が
部
位
し
て
間
も
な
い
孝



た
張
淡
は

乙
の
際
、

そ
し
て
恢
復
の
意
気
に
も
え
る
孝
宗
、
枢
密
使
・
都
督
江
准
東
西
路
軍
馬
に
任
命
さ
れ
丘
(権
を
掌
握
し
て
い

一
気
に
決
戦
を
挑
み
、
中
原
回
復
の
宿
願
を
果
す
方
針
を
と
っ
た
。
日
六位
的
に
は
張
淡
は
四
月
初
め
入
見
し
、
出
師
渡

464-

宗
に
迫
ら
れ
た
諜
題
で
あ
っ

た
。

准
の
計
の
裁
可
を
得
て
、

五
月
初
め
に
は
李
額
忠
箪
を
湿
壁
牒
攻
略
に
、
叩
宏
州
軍
を
虹
服
攻
略
に
迭
り
乙
み
、
そ
れ
ぞ
れ
奪
取
し
五
月
牛
ば

に
宿
州
占
領
に
成
功
し
に
。
し
か
し
金
軍
精
鋭
部
隊
の
南
下
と
、
李
額
忠

・
部
宏
淵
雨
時
の
樹
立
に
よ
る
宋
軍
の
分
裂
は
宿
州
防
衛
戦
を
困
難

な
も
の
と
し
、

五
月
末
、
符
離
に
お
い
て
宋
軍
は
潰
滅
的
敗
北
を
き

つ
し
た
。
乙
の
敗
戦
は
、

内
少

士
卒
死
亡
莫
知
其
数
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
符
離
之
師
、
勝
士
失
律
、

渡
江
以
来
所
造
器

印
、
委
奔
殆
輩
、
戦
馬
十
喪
七
八
、

乙
の
敗
戦
は
即
位
間
も
な
い
孝
宗
、
宿
願
達
成
を
目
論
み
げ
張
淡
に
と
っ
て
も
大
打
撃
で
あ
り
、
六
月
、
孝
宗
は
己
を
罪
す
る
の
詔
を
下
し
、

張
淡
は
植
箔
使

・
都
督
江
准
東
西
路
軍
馬
免
職
の
謎
責
底
分
を
受
け
る
乙
と
と
な

っ
た
の
は
己
む
を
得
な
か
っ
た
。

一
方
、
湯
思
退
は
七
月
初

め
宰
相
粂
-秘
密
使
に
返
り
咲
き
、

主
和
論
者
が
彼
の
下
に
結
集
し
、
先
の
金
の
申
し
出
を
受
け
て
和
卒
回
復
の
交
渉
開
始
に
事
勢
が
動
い
て
行

一 104一

つ
に
の
も
や
白
然
の
趨
勢
で
あ
っ

た
。

ま
に
こ
の
作
戦
計
霊
逢
行
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
乙
と
は
、

張
汲
の
濁
断
専
行
の
行
動
様
式
で
あ
る
。
協
調
性
を
依
く
二
時
を
起
用

・
重
用

し
た
乙
と
自
健
戦
争
指
導
者
と
し
て
の
彼
の
力
量
の
限
界
を
示
し
て
い
に
が
、

一
層
重
要
な
貼
は
彼
が
官
人
群
・

官
僚
機
構
の
全
面
的
支
持

協
力
を
取
り
付
け
る
ζ

と
な
く
、
孝
宗
に
決
断
を
迫
り
、
強
引
に
作
戦
を
準
め
た
貼
で
あ
る
。
張
淡
と
時
の
宰
相
史
浩
は
出
丘
一計
董
を
め
ぐ
っ

て
争
論
し

「
詰
難
凡
五
日
、

浩
委
曲
勘
淡
、
日
、
明
公
以
大
仇
来
復
、
決
意
用
兵
、
此
質
忠
義
之
心
、

然
不
量
力
而
国
之
、
是
徒
慕
名
商
、

(中川町
)、
設
日
、
吾
老
帝
大
、
浩
日
、
(中
附
)、
明
公
先
立
規
模
、
使
後
人
籍
是
有
成
、
亦
明
公
之
功
、
何
必
身
白
鳥
之
、
波
駅
然
、
明
日
淡
奏
、
浩
意
不

@
 

可
回
、
悦
陛
下
英
断
、
帝
於
是
不
由
省
院
、
径
倣
諸
牌
、
出
師
」
と
な
っ
に
。
張
波
は
孝
宗
即
位
に
際
し
て
、
人
主
の間
半
は
一
心
を
以
て
本
と
魚

す
と
説
い
て
お
り
、
政
治
の
根
本
は
皇
帝
の
決
断

l
l心
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
官
僚
の
意
見
聴
取
に
意
味
を
見

出
さ
な
か
っ
に
の
は
嘗
然
と
言
え
る
が
、
史
浩
の
言
う
通
り
「
量
力
」

・
「
先
立
規
模
」
を
紋
く
行
動
で
あ
っ
た
。
ま
た
乙
の
時
の
彼
の
行
動
は

@
 

孝
宗
の
数
授
を
経
て
宰
相
と
な
っ
た
史
浩
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
高
宗
の
「
堺
信
張
淡
虚
名
、
彼
専
以
園
家
財
力
名
器
、
矯
一
部
耳
」
と



す
る
孝
宗
へ
の
忠
告
の
通
り
に
結
果
し
た
。
そ
し
て
省
院
即
ち
三
省

・
梶
密
院
の
預
聞
し
な
い
軍
事
行
動
を
輿
し
も
反
劉
し
に
宰
相
史
浩
を
主

戦
論
者
の

一
人
王
十
朋
を
し
て
弾
劾
さ
せ
、
僻
職
に
遁
い
乙
ん
だ
ζ

と
は
、
嘗
時
の
権
力
中
福
部
を
分
裂
さ
せ
る
ζ

と
で
も
あ
っ
た
。
史
浩
は

四
明
の
出
身
で
湯
思
退
グ
ル

ー
プ
と
は
本
来
異
質
な
孝
宗
側
近
屠
の

一
員
で
あ
り
、
孝
宗
即
位
と
共
に
参
知
政
事

・
宰
相
と
な
り
、
官
人
群
統

括
の
任
に
つ
い
た
有
力
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
孝
宗

l
張
凌
|
王
十
朋
の
線
に
よ
る
史
浩
弾
劾
は
孝
宗
側
近
層
の
分
裂
、
官
人
群
特
に
雨
前

系
官
人
の
張
波
非
協
力
を
結
果
と
し
て
生
h
u
乙
と
と
な
っ
た
と
言
え
る。

ま
た
張
設
の
行
動
は
針
金
強
硬
論
集
園
の
中
で
も
十
分
な
支
持
を
受
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
張
波
初
謀
大
奉
北
伐
、
俊
卿
以
魚
未
可
、

@
 

(
中
略
)
、
部
宏
淵
果
以
丘
ハ
潰
」
と
陳
俊
卿
も
危
倶
の
念
を
示
し
て
お
り
、
宋
側
の
全
面
的
支
持
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
乙
と
が、

宋
軍
大
敗
の

構
造
的
原
因
と
し
て
指
摘
す
る
ζ

と
も
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
湯
思
退
は
宰
相
に
復
蹄
し
、
大
勢
は
徐
々
に
和
卒
交
渉
へ
向
い
、

講
和
後
件
の
具
控
化
の
方
向
に
進
展
し
て
行
っ
た
。

乙
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の
聞
の
細
か
い
過
程
は
省
略
す
る
が
、
隆
輿
元
年
十

一
月
に
は
議
和
の
詔

が

下

さ

れ

、

宰

執

(
陳
康
伯
・
湯

@
 

恩
返
・
周
葵

・
洪
遜
〉
ら
は
軍
民
の
休
息
と
自
治
の
計
を
建
言
し
、
ほ
ほ
和
議
が
権
力
中
極
部
に
お
い
て
大
勢
を
占
め
る
に
到
っ
た
。

き
て
、
次
に
ほ
ぼ
趨
勢
が
定
っ
た
隆
興
元
年
多
段
階
で
権
力
中
核
佳
に
お
け
る
主
和
論
者
の
性
格
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
検
討
を
加
え
て
お
き

侍
従
、
蓋
諌
の
意
見
が
徴
さ
れ
、

'』、
o

et・7
LV

乙
の
段
階
で
の
主
和
論
者
を
全
て
湯
思
退
集
固
と
し
て
割
り
切
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

既
速

の
様
に
張
凌
の
濁
断
専
行
に
反
援
し
、
反
張
凌
|
|
反
主
戦
論
||
恨
重
論
を
取
る
人
物
も
あ
っ
た
し

(
例
え
ば
史
浩
)
、
符
離
の
敗
戦
後
の
園
情

主
和
論
の
代
表
的
人
物
は
湯
思
退
で
あ
る
が
、

を
考
慮
し
和
平
に
傾
く
意
見
も
あ
っ
て
(
例
え
ば
陳
康
伯

・周
葵
な
ど
〉
、

一
様
に
断
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
主
和
勢
力
の
指
導
者
は
湯
思
退
で
あ

っ
た
し
、
彼
を
支
え
る
集
園
が
何
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
隆
輿
元
年
十

一
月
、
議
和
の
詔
に
劉
し
和
す
べ
き

乙
と
を
積
極
的
に
提
言
し
た
人
々
は
、
吏
部
向
書
凌
景
夏

・
戸
部
街
書
韓
仲
通

・
擢
吏
部
侍
郎
余
時
言

・
刑
部
侍
郎
路
彬

・
監
察
御
史
君
耐
ら

465 

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
の
時
の
意
見
陳
述
に
は
顔
を
出
し
て
い
な
い
が
、
首
時
、
戸
部
侍
郎
粂
都
督
府
参
賞
軍
事
で
あ
っ
た
王
之
墓
、
戸
部
侍
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郎
衆
極
密
院
承
旨
の
後
端
躍
ら
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
官
職
名
か
ら
察
知
さ
れ
る
通
り
貫
務
慮
理
に
長
じ
た
官
人

で
あ
り
、
彼
ら
乙
そ
宰
相
湯
思
退
を
支
え
る
集
固
で
あ
っ
た
。

凌
景
夏

・
余
時
言

・
路
彬
ら
で
注
白
す
べ
き
ζ

と
は

彼
ら
は
紹
興
三

一
年
十
月
の

高
宗
親
征
属
従
集
固
1
1
1
嘗
時
の

針
金
強
硬
論
集
固

ー
ー
に
名
を
連
ら
ね
て
お
り
、

と
の
貼
か
ら
見
る
と
い
わ
ば
主
戦
論
か
ら
主
和
に
軌
道
修
正
を
行
っ
て
い
た
。

韓
仲
通
は
先
に
陳
俊
卿
に
よ
っ
て

秦
槍
1

湯
思
退

一
議
と
し
て

追
放
さ
れ
、

開
戦
と
共
に
復
蹄
し
た
人
物
と
し
て
紹
介
し
た
。
彼
は
刑
部

・
戸
部
開
係
を
中
心
に
活
躍
し
、

重
修
茶
臨
救
令
格
式
を
詳
定
す
る
な
ど
、
主
に
法
律
関
係
に
明
敏
さ
を
示
し
た
責
務
波
宮
人
で
あ
っ
た
が
、

彼
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

王
之
撃
は
本
来
、
袈
陽

・
穀
城
の
人
で
あ
っ
た
が
、
紹
興
三
年
台
州
に
居
を
移
し
て
お
り
、

質
質
は
台
州
出
身
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
彼
は
長

年、

総
領
四
川
財
賦
と
し
て
敏
腕
を
う
た
わ
れ
て
お
り
、
「
之
墓
匡
董
、
無
遣
事
」
と
稿
せ
ら
れ
て
い
た
。
隆
興
元
年
、
戸
部
侍
郎
衆
都
督
府

参
賛
に
充
て
ら
れ
、
南
北
均
衡
論
を
提
唱
し
、

湯
思
退
を
喜
ば
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

二
年
九
月
、
参
知
政
事
に
昇
進
し、

「
力
附
和
議
、
興

思
退
相
表
一袋
、
専
以
割
地
峡
敵
、
馬
得
計
」
と
、
後
世
評
せ
ら
れ
る
ほ
ど
、
湯
思
退
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し
て
い
た。

@
 

銭
端
陛
は、

行
状
は
本
貫
を
開
封
と
し
て
い
る
が
、
他
蓄
は
臨
安
或
い
は
除
杭
と
し
て
お
り
、
史
浩
な
ど
と
交
際
を
も
ち
、
江
南
に
大
き
な

昨
草
を
も
っ
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
呉
越
王
銭
恨
の
六
世
の
孫
で
あ
り
、
高
租
は
文
人
と
し
て
名
高
い
銭
惟
演
で
あ
り、

組
父
景
擦
は
仁
宗
の

大
長
公
主
を
妻
女
と
し
て
お
り
、
彼
の
娘
は
孝
宗
の
皇
太
子
夫
人
に
充
て
ら
れ
る
な
ど
第
一
級
の
名
円
で
あ
っ
た
。
暇
令
、
開
封
が
本
籍
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
五
代

・
呉
越
王
の
後
喬
と
し
て
断
江
地
方
に
大
き
な
控
草
を
も
っ
人
物
で
あ
つ
に
。
し
か
し
彼
は
紹
興
三
年、
添
差
通
釧
台
州

に
充
て
ら
れ
て
以
来
、

一
貫
し
て
質
務
系
官
人
と
し
て
の
経
歴
を
た
ど
っ
て
お
り
、

道
義
一仮
官
人
と
の
交
渉
は
乏
し
か
つ
に
。
紹
興
三
一

年
、

戸
部
侍
郎
余
地
知
臨
安
府
時
代
に
東
南
禽
子
の
官
営
化
、
即
ち
民
開
設
行
の
便
鋭
禽
子
を
臨
安
府
営
化
す
る

一
種
の
紙
幣
渡
行
計
霊
を
寅
施

し
、
「
公
嘗
建
明
用
緒
病
弊
、
至
是
専
委
公
経
輩
、
分
魚
六
格
、
出
納
比
白
有
法
」
と
行
肢
は
俸
え
て
い
る
。

隆
興
二
年
、
吏
部
侍
郎
と
な
り
吏

部
向
書
韓
仲
通
と
連
合
し
て
張
波
と
戦
費
徴
達
に
つ
い
て
激
論
を
交
わ
し
、
張
凌
に
割
抗
し
て
い
た
。
同
年
末
に
は
参
知
政
事
に
昇
進
し

「時
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品目
W

久
不
置
相
、
端
躍
以
首
参
、
閥
相
位
、
甚
急
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
樺
力
中
植
部
の
中
心
人
物
に
の
し
上
っ
て
い
た
。
宋
金
戦
争
に
つ

い
て
は

「在
今
日
和
之
魚
利
、
南
北
均
鷲
」
と
考
え
、
ま
た
「
金
人
必
和
」
或
い
は
「
欲
和
本
出
彼
意
、
若
必
欲
和、

定
無
意
外
」
と
主
張
し
て
、
金

を
信
用
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
虞
允
文
な
ど
強
硬
論
者
の
読
を
退
け
、
針
金
支
渉
の
焦
黙
を
、
一
、
正
位
瞬
、
二
、
定
名
分
、

三
、
減
歳
幣
の

三
貼
に
し
ぼ
り
、
迭
に
和
議
成
立
に
到
ら
し
め
て
い
た
。
要
す
る
に
銭
端
躍
は
呉
越
王
の
後
喬
で
皇
室
の
外
戚
に
嘗
る
名
門
出
身
者
で
あ
り
、

更
に
瓶
、江に
襲
撃
喜
も
つ
官
人
で
あ
っ
た
が
、
官
僚
と
し
て
は

一
貫
し
て
寅
務
系
で
あ
り
、
南
北
南
立
の
展
望
を
も
っ

て
和
議
を
推
進
し
た
人

@
 

物
で
も
あ

っ
た
。

と
ζ

ろ
で
湯
思
退
の
背
後
に
は
雨
新
系
の
寅
務
慮
理
に
長
じ
た
官
人
群
が
控
え
て
お
り
、
と
れ
ら
が
張
淡
を
中
心
と
す
る
主
戦
論
を
押
え
、

ζ

れ
だ
け
で
は
紹
興
末
年
の
「
新
興
道
義
涯
主
戦
論
」

封
「
秦
槍
路
線
継
承
者
」
の
葛
藤
の

和
議
の
方
向
に
動
か
し
て
行
っ
た
と
言
え
る
が
、

く
り
返
し
で
あ
り
、

主
和
論
側
に
隆
興
和
議
を
成
立
せ
し
め
る
ピ
け
の
力
量
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

そ
う
し
た
貼
で

注
目
す
べ
き
ζ

と

は、

主
和
論
側
が
湯
思
退
を
中
心
と
す
る
勢
力
だ
け
で
な
く
、
史
浩

・
陳
康
伯

・
周
葵

・
洪
遅
ら
湯
思
退
集
固
と
は
異
質
な
、

或
い
は
政
界
長
老
層
を
含
み
、
彼
ら
に
支
持
さ
れ
て
い
た
ζ

と
で
あ
る
。

い
わ
ば
中
間
汲
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陳
康
伯
は
金
軍
侵
入
に
際
し
て
黄
中
と
共
に
親
征
を
主
張
し
た
と
と
が
あ
り
、

湯
思
退
遁
放
を
叫
ぶ
太
皐
生
ら
も
彼
に
は
信
頼
し
て
お
り
、

強
硬
論
者
も
一

定
の
評
債
を
典
え
て
お
り
、
嘗
時
六
七
歳
、
政
界
最
長
老
の
指
導
者
で
あ

っ
た
。
ま
た
陳
康
伯
は
吃
陽
の
出
身
で
、
洪
造

・
洪

遵
と
共
に
江
東
南
部
の
人
で
、
雨
新
先
進
地
を
背
景
と
す
る
勢
力
と
は

一
線
を
聾
し
て
お
り
、

張
波
|
陳
俊
卿
l
虞
允
文
を
中
核
と
す
る
四

@
 

川
・

一
帽
建
連
合
勢
力
と
も
距
離
を
保
っ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。
周
葵
は
嘗
時
、
六
五
歳、

常
州
宜
興
の
人
で
あ

っ
た
が
、

湯
思
退
系
の
官
人

@
 

と
は
無
縁
で
あ
り
、
隆
輿
年
間
「
時
参
知
政
事
周
葵
、
賀
行
相
事」

と
稽
せ
ら
れ
た
と
と
も
あ
り
、
大
き
な
聾
墓
を
も
っ
人
物
で
あ
っ
た
。

し

か
し
彼
は
「
始
終
守
自
治
之
読
」
と
言
わ
れ
、
概
し
て
劉
金
問
題
に
は
慎
重
で
あ
り
、

張
凌
を
支
持
す
る
ζ

と
は
な
か
っ

恥

結
局
の
と
乙
ろ
以
上
の
検
討
を
通
し
て
言
え
る
黙
は
、
隆
輿
の
和
議
を
推
進
し
た
政
治
勢
力
と
し
て
は
先
ず
湯
思
退
の
下
に
結
集
し
た
韓
仲
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通
・
王
之
墓
・

銭
端
櫨
ら
寅
務
波
宮
人
群
を
奉
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
揚
恩
返
|
昆
州

・
越
州

・
卒
江
府
、
王
之
墓
|
台
州
、

銭
端
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艦

越

州
L

史
浩
l
明
州
と
い
う
援
に
祈
江
各
地
域
を
背
景
に
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
和
議
は
江
南

・
南
新
地
域
の
要
求
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
勢
力
に
陳
康
伯
ら
非
雨
漸
系
l
中
間
汲
が
加
わ
る
乙
と
に
よ
っ
て
張
淡
l
陳
俊
卿
|虞
允
文
ら
の
四
川
・

一幅
建
連

合
勢
力

・
道
義
波
官
人
群
を
一
時
的
に
押
え
乙
み
、
和
議
は
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

む
す
び
|
|
展
望
を
か
ね
て
|

|

い
さ
さ
か
大
雑
把
な
記
述
で
は
あ
っ
た
が
、
秦
権
の
死
か
ら
宋
金
戦
争
の
開
始
と
和
議
成
立
の
前
夜
ま
で
の
政
治
過
程
を
、

特
に
権
力
中
核

践
内
部
の
勢
力
の
配
置
と
劉
抗
関
係
お
よ
び
政
治
路
線
の
箆
蓮
を
中
心
と
し
て
述
べ
て
き
た
。
即
ち
秦
檎
浸
後
、
秦
檎
路
線
を
基
本
的
に
纏
承

す
る
高
宗
・
沈
該

・
湯
思
退
ら
の
集
固
指
導
鐙
制
が
取
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
下
で
嘗
て
秦
檎
に
封
抗
し
遁
放
さ
れ
て
い
た
土
人
群
が
復
信
仰

し
、
彼
ら
の
中
か
ら
針
金
復
蹴
論
を
主
張
し
、
内
政

・
外
交
と
も
に
反
秦
檎
路
線
を
提
唱
す
る
勢
力
が
漸
次
撞
頭
し
、
紹
興
末
年
ま
で
に
は
沈

始
は
、
針
金
強
硬
論
を
説
く
撞
頭
集
闇
に
好
都
合
で
あ
り
、
孝
宗
の
即
位
は
彼
ら
を
一
層
、
活
設
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
七
。

し
か
し
戦
争
の

-108-

該

・
湯
思
退
ら
を
弾
劾
し
権
力
中
核
健
の
大
勢
を
制
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
。
金

・
海
陵
王
の
野
望
に
起
因
す
る
第
二
女
宋
金
戦
争
の
開

開
始
は
、
同
時
に
戦
争
遂
行
の
必
要
上
、
質
務
波
宮
人
群
の
協
力
を
必
要
と
し
、

そ
の
頂
黙
に
立
つ
湯
思
退
お
よ
び
彼
の

一
撲
の
政
界
復
簡
を

も
た
ら
す
と
い
う
思
わ
ぬ
結
果
を
生
ひ
乙
と
と
な
っ

た
。
主
戦
論
者
は
彼
ら
の
指
導
者
と
し
て
張
汲
を
迎
え
、
金
側
の
内
乱

・
叛
凱
に
よ
っ
て

宋
側
が
優
利
な
欣
況
に
あ
っ
た
ζ

と
に
も
助
け
ら
れ
、
権
力
中
核
陸
の
指
導
権
を
把
握
し
て
い
に
。
し
か
し
張
凌
1

孝
宗
に
よ
っ
て
官
人
機
構

を
軽
視
し
、

そ
の
支
持

・
協
力
無
く
し
て
行
わ
れ
に
隆
輿
元
年
の
作
戦
計
重
は
完
全
な
失
敗
に
蹄
し
、
宋
軍
は
潰
滅
的
打
撃
を
受
け
る
に
到
っ

に
。
そ
し
て
こ
れ
を
機
禽
に
雌
伏
し
て
い
た
湯
思
退
ら
主
和
論
者
は
貫
務
振
官
人
群
の
協
力
を
得
て
再
び
勢
力
を
回
復
し、

四
川
・

一
幅
建
を
中

心
と
す
る
主
戦
論
で
も
な
く
江
南
を
背
景
と
す
る
主
和
論
者
で
も
な
い
中
間
勢
力

・
政
界
長
老
唐
の
支
持
を
得
て
、
隆
輿
元
年
末
に
は
ほ
ぼ
和

議
路
線
を
確
買
に
す
る
ま
で
に
到
つ
に
。

以
上
が
本
稿
で
述
べ

に
ζ

と
の
概
要
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
の
構
成
上
必
要
な
部
分
を
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。



張
淡
は
符
離
の
敗
戦
に
よ
っ
て
詰
責
慮
分
を
受
け
た
が
、
彼
を
支
持
す
る
勢
力
は
健
在
で
あ
り
、
彼
の
政
界
復
揖仰
を
推
進
し
た
陳
俊
卿
の
再

度
の
努
力
に
よ
り
、
張
凌
は
軍
事
指
揮
権
を
回
復
し
、
隆
輿
元
年
十
二
月
に
は
湯
思
退
と
並
び
宰
相
に
到
っ
て
い
た
。
し
か
も
「
公
恩
遇
濁

⑮
 

隆
、
毎
奏
事
、
上
帆
留
公
興
語
」
と
孝
宗
の
厚
い
親
任
巻
受
け
、
孝
宗
の
建
康
親
征
を
計
重
し
、
擢
力
中
植
部
を
自
己
勢
力
で
占
嫁
す
る
試
み

な
ど
に
着
手
し
て
い
た
。
し
か
し
と
れ
ら
強
引
な
計
置
は
上
皇
(
高
宗
)

・
湯
思
退

・
王
之
墓

・
銭
端
躍

・
韓
仲
通
ら
主
和
論
者

・
寅
務
祇
官

@
 

人
の
強
烈
な
抵
抗
を
受
け
、
ま
た
陳
康
伯
ら
中
間
涯
の
支
持
も
得
ら
れ
ず
失
敗
に
終
り
、
逆
に
御
史
ヰ
ア
稽
に
よ
っ
て
「
公
所
費
園
用
、
不
償
」

と
弾
劾
さ
れ
、
宰
相
を
追
わ
れ
間
も
な
く
死
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
(
隆
輿
二
年
八
月
〉
。

張
淡
の
死
は
封
金
強
硬
論
者
に
と
っ
て
輝
け
る
指

導
者
の
喪
失
を
意
味
し
、
中
心
人
物
の
喪
失
は
政
治
力
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
後
継
者
虞
允
文
ら
の
抵
抗
を
排
し
て
、
湯
恩
返
に
代

っ
た
銭
端

躍

(
湯
思
退
も
同
年
十
月
復
し
て
い
る
)
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
隆
輿
二
年
十
二
月
、
和
議
締
結
は
成
っ
た
。

と
ζ

ろ
で
秦
檎
浪
後
か
ら
隆
興
和
議
の
成
立
或
い
は
張
淡
・

湯
思
退
の
死
ま
で
の
政
治
過
程
を
追
跡
す
る
意
義
の

一
つ
は
、
南
宋
政
治
史
を

考
察
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
擢
力
中
核
鎧
編
成
の
非
一
元
性
、
少
く
と
も
権
力
中
核
怯
が
複
数
の
政
治
勢
力
の
複
合
値
と
し
て
あ
る
乙

と
を
歴
史
的
に
確
認
す
る
乙
と
に
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
周
知
の
如
く
、
金
の
侵
冠
や
流
賊
の
横
行
に
よ
っ
て
一
旦
喪
失
し
た
宋
朝
の
集
権
的

-109ー

支
配
鐙
制
を
回
復
さ
せ
る
上
で
最
大
の
努
力
を
排
っ

た
人
物
は
秦
檎
で
あ
つ

に
。
そ
し
て
乙

乙
で
注
目
す
べ
き
乙
と
は
彼
の
擢
力
中
核
櫨
編
成

の
特
色
が
、
己
れ
と
異
質
の
存
在
を
許
さ
な
い
、
徹
底
し
た
濁
裁
盟
制
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
混
後
数
年
の
政
治
過
程
を
経
て

誕
生
し
た
孝
宗
下
の
権
力
中
核
佳
は
単
一
の
政
治
勢
力
が
占
援
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
劉
抗
勢
力
を
含
み
つ
つ
構
成
さ
れ
る
形
式
に
饗
化

し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
稿
の
趣
意
に
合
せ
て
言
う
な
れ
ば
、
主
戦
論
と
主
和
論
が
封
抗
し
つ
つ
共
存
す
る
と
い
っ
た
事
態
の
設
生
で
あ
る
。

@
 

主
戦
論
系
の
思
想
は
そ
の
最
も
組
織
立
て
た
議
論
を
展
開
し
た
朱
蒸
の
整
理
に
従
え
ば
、
金
は
中
園
の
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
り
、
金
と
戦
う

目
的
は
徽
宗

・
欽
宗
の
復
臨
を
遂
げ
る
た
め
で
あ
り
、

そ
れ
は
天
理
で
あ
る
君
臣
父
子
の
性
の
具
艦
化
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
胡
鈴
に
よ
れ

ば
三
綱
五
常
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
他
方
で
は
朱
蒸
は
民
の
休
息
を
求
め
、

「
民
力
己
弾
而
園
用
未
節
」
と
考
え
て
い
た
。

469 

即
ち
彼
は
集
権
的
闘
家
に
よ
る
郷
村
牧
奪
に
射
し
て
強
い
抵
抗
の
姿
勢
を
示
し
て
い
七
。
そ
し
て
乙
の
両
論
は
必
ず
し
も
両
立
す
る
も
の
で
ほ
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な
か
っ
に
。
郷
村
の
累
積
の
上
に
園
家
を
設
定
し
、

そ
の
構
成
鰻
が
三
綱
五
常
で
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
否
定
者
で
あ
る
金
は
許
す

ま
し
て
や
金
を
認
め
金
と
交
渉
す
る
一
波
は
全
く
容
認
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
具
世
的
に
戦
争
を
目

論
む
な
ら
ば
園
家
動
員
と

E
費
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
乙
と
は
集
権
的
償
制
を
必
要
と
し
、
専
寅
制
な
ど
商
業
的
手
段
に
よ
る
郷
村
の
牧
奪
を

意
味
し
て
お
り
、
更
に
末
作

・
末
業
の
盛
行
、
商
業
主
義
の
郷
村
内
へ
の
浸
透
を
意
味
し
、
郷
村
秩
序
を
根
底
か
ら
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、

た
。
要
す
る
に
主
戦
論
|
|
朱
来
的
議
論
は
板
底
的
に
は
郷
村
主
義
の
立
場
で
あ
り
、

郷
村
の
秩
序
原
理
に
基
盤
を
も
っ
針
金
強
硬
論
と
、
郷

村
構
成
員
の
生
活
の
安
定
を
求
め
集
権
的
牧
奪
鎧
制
に
抵
抗
す
る
側
面
と
を
併
せ
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
雨
者
は
現
買
に
は
雨
立
し
が
た
い
傾

向
を
秘
め
て
い
た
が
、
政
治
的
選
樺
と
し
て
は
同
時
に
笠
方
を
満
足
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
力
貼
を
移
動
さ
せ
て
破
綻
を
回
避
す
る
乙
と
も
あ

り
え
に
。
今
、
隆
興
和
議
後
の
主
戦
論
者
の
議
論
を
概
観
し
て
み
る
と
、
彼
ら
は
後
者
、
即
ち
民
の
休
息
に
力
貼
を
移
動
さ
せ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
張
淡
の
子
、
杭

・
劉
洪

・
陳
俊
卿

・
寅
中

・
朱
議

と
い
っ
た
人
々
は
、
い
す
れ
も
現
今
、
民
力
の
酒
養
が
大
事
で
あ
る
と
し
て
、
孝

品
川
V

宗

・
虞
允
文
ら
の
封
金
挑
設
の
傾
向
に
抑
止
的
態
度
を
強
く
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
主
戦
論
者
の
相
首
部
分
が
金
に
封
し
て
慎
重
な
態
度
を
と

る
よ
う
に
な
っ
た
傾
向
乙
そ
、
権
力
中
核
殺
が
異
質
な
勢
力
の
針
抗
的
共
存
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
ζ

と
が
可
能
と
な
る
大
き
な
依
件
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
主
和
論
お
よ
び
中
間
源
的
側
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
彼
ら
は
宋
金
の
園
力
を
量
る
こ
と
、
園
家
財
政
・

戦
争
財

政
維
持
の
方
途
な
ど
極
め
て
現
質
的
観
粘
'
か
ら

宋
金
聞
係
を
展
望
し
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の
結
論
と
し
て

「
在
今
日

和
之
筋
利
、

南
北
均

鷲
」
(
銭
端
組
)
と
さ
れ
、

戦
争
の
糧
績
は
民
力
貨
財
を
浪
費
し、

丘
ハ
威
を
培
し
て
園
勢
を
弱
め
る
も
の
で
あ
り
、
「使
軍
民
各
就
休
息
」
(
隙
康
伯
)

乙
と
が
至
嘗
と
さ
れ
た
。
要
す
る
に
和
議
推
進
振
も
民
力
一幽
養
を
議
論
の
中
心
に
お
い
て
い
た
。
和
か
戦
か
と
言
え
ば
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た

が
、
民
力
極
養

・
民
の
休
息
を
政
治
目
標
と
す
る
な
ら
ば
、

主
戦
論

・
主
和
論

・
中
間
涯
の
聞
に
大
差
は
も
は
や
な
か

っ
た
。
隆
興
和
議
が
暖

波
の
死
と
相
表
裏
し
て
成
立
し
た
背
景
に
は
、

と
う
し
た
関
係
、
特
に
主
戦
論
側
の
カ
貼
の
嬰
化
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が、

湯
思
退
後
の
主
和
論
の
中
心
人
物
と
な
っ
に
銭
端
践
を
と
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
既
述
の
如
く
南
宋
通
貨
政
策
に
深
く
係
わ
っ

て
お
り
、
ま
た
呂
聞
浩
と
も
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
で
あ
つ
に
。
呂
聞
浩
は
悪
名
高
い
経
制
銭
徴
集
を
戸
部
山門
書
と
し
て
推
進
し
、

高
宗



時
代
初
期
の
財
務
行
政
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
乙
の
他
、
王
之
墓

・
韓
仲
通

・
史
浩
ら
銭
端
置
を
と
り
ま
く
人
物
群
は
、
概
し
て
臨
家

運
営
の
基
礎
を
商
業
主
義
的
牧
奪
、
即
ち
専
貰
制

・
通
貨
制
度
・
各
種
雑
税
牧
奪
の
強
化
に
求
め
る
傾
向
が
強
く
、
そ
の
意
味
で
超
郷
村
主
義

的
色
彩
を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
。
ζ

の
貼
、
先
の
郷
村
主
義
的
傾
向
の
強
い
主
戦
論
系
の
官
人
と
は
異
質
の
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は

ま
た
先
進
地
と
後
準
地
と
い
う
背
景
の
差
異
で
あ

っ
た
。
し
か
し
宋
王
朝
が
南
者
、
先
進
地
と
後
進
地、

郷
村
と
都
市
の
並
存
の
上
に
成
立
し

て
い
る
限
り
、

一
方
が
他
方
を
如
何
に
論
難
し
た
と
し
て
も
否
定
し
き
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
時
に
争
黙
は
移
動
し
つ
つ
も
、
権
力
中
核

睦
は
問
者
の
劉
抗
的
共
存
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
と
ろ
、

隆
興
和
議
成
立
に
到
る
政
治
過
程
を

分
析
す
る
意
義
の

一
つ
は
、

乙
う
し
た
南
宋
朝
政
治
史
の
重
要
な
形
態
の
成
立
を
摘
出
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
言
え
る
。
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註①
宋
史
全
文
級
資
治
一週
鑑
(
以
下、

全
文
と
略
稽
)
省
二
四
、
乾
道
元
年

四
月
是
月
の
係
。

②
和
議
成
立
は
隆
輿
二
年
十
二
月
で
あ
る
。
攻
娩
集
径
九
二
、
観
文
殴
謬
土

銭
公
行
献
は
十
二
月
甲
午
、
「降
詔
和
議
己
定
」
と
し
て
い
る
。
乾
道
和
議
と

稽
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
筆
者
は
隆
興
和
議
と
し
て
記
述
し
て
行
き
た
い。

@
紹
興
八
年
、
十
一

年
雨
次
の
和
議
を
線
稽
す
る。

@
呂
中
撰
、
皇
朝
中
興
大
事
記
各
て
「
行
朝
曾
種
」
の
付
注
。
(
静
嘉

堂
所
蔵
抄
本
に
よ
る
〉

⑤
建
炎
以
来
紫
年
一
安
録
(
以
下
、
要
録
と
略
稽
〉
倉

一七
O
、
紹
興
二
五

年
十
一
月
庚
午
の
係
。

⑤
皇
朝
中
興
大
事
記
谷

一
、
「
檎
死
後
擢
用
参
政
宰
相
」
の
付
注。

⑦
徐
自
明
撰
、
宋
宰
締
編
年
録
名
十
六
、
紹
興
二
五
年
十
二
月
甲
午
、
沈

該
参
知
政
事
の
項
。

③
要
録
谷

一
八
二
、
紹
興
二
九
年
六
月
戊
申
の
係
。

⑨
要
銀
各
一
八
七、

紹
興
三
O
年
十
二
月
丙
午
の
係
。

⑫
同
右
。

⑪

要

録
倉
一
ム
ハ
九
、
紹
興
二
五
年
十
月
丙
申
の
係
。

⑫

要

録
各
一
七
O
、
紹
興
二
六
年
十
二
月
乙
未
の
係。

⑬
宋
史
容
三
八
九
、
張
孝
鮮
臨
時
。

⑪

要

鎌
倉一

七

一、

紹
興
二
六
年
二
月
甲
午
の
係
、
宋
史
省
三
八
三
、
辛

次
熔
停
。

⑮
要
鎌
倉

一
七
六、

紹
興
二
七
年
三
月
丙
子、

同
容
一
九
二
、
一
一
一
一
年
八

月
甲
辰
の
線
。

⑮
要
録
名
一
七
O
、
二
五
年
十
二
月
辛
己
の
線
、
宋
史
各
三
八
六
、
金
安

節
停
。

⑫

要

録
省
一
七
O
、
二
五
年
十
二
月
丙
子
の
係
、
宋
史
省
三
八
六
、
玉
大

賓
待
。

⑬
要
録
省
一
七

一
、
二
六
年
正
月
甲
子
の
係
、
宋
史
各
三
八
三
、
震
允
文
待
。

噌

E
目晶

司
よ



472 

⑬
要
録
倉
一
七
三
、
二
六
年
六
月
申
戊
、
径
一
九
七
、

三
二
年
二
月
丙
寅

の
線
、
宋
史
各
三
八
二
、
演
中
間
内
。

③
要
銀
各
一
七
五
、
二
六
年
十

一
月
丙
子
の
係
、
宋
史
容
三
八
七
、
社
説
十

老山内。

③

要

総

省

一
七
七
、
二
七
年
八
月
丁
未
の
係
、
宋
史
谷
三
八
一
、
張
問
停
。

③
要
録
省
一
七
七
、
二
七
年
六
月
壬
氏
の
肱
師
、
宋
史
谷
三
八
三
、
陳
俊
卿
停
。

②
要
録
谷
一
七
四
、

二
六
年
八
月
丙
申
の
線
、
宋
史
袋
三
八
四
、
在
微
陣
。

@

要
録
谷
一
七
六
、
二
七
年
三
月
丙
成
の
候
。

③
要
銀
各
一
七
九
、
二
八
年
四
月
辛
亥
の
係
。

③
宋
史
お
三
八
七
、
玉
十
朋
山
内
。

②
朱
文
公
文
集
谷
九
五
下
。

③

宋

曾

要
、
級
官
三
九
の
九
、
紹
興
六
年
四
月
十
八
日
の
係
。

③
朱
文
公
文
集
谷
九
六
。

(④
要
制
限
谷
一

七
て
二
六
年
正
月
丙
寅
の
係
。

@
要
録
省
一
七

O
、
二
五
年
十
二
月
丁
酉
の
係。

③
同
省
一

七
一
、
二
六
年
二
月
笑
菌
、
甲
氏
の
隊
。

③
同
怨
一
七
四
、
二
六
年
八
月
辛
米
、
同
容
一
七
五
、
二
六
年
十

一
月
契

酉
の
は
問
。

⑧
同
谷
一
八
七
、
三

O
年
十
二
月
災
丑
の
は
開
。

③

同

省

一
八
二
、
二
九
年
六
月
庚
子
の
係。

③
同
容
一
八
二
、
二
九
年
六
月
戊
申
の
係
。

③

同
悠
一
九
O
、
三
一
年
五
月
甲
午
の
続。

③
同
省
一
八
三
、
二
九
年
九
月
申
午
の
係
。

③

問

答

一
八
八
、
=
二
年
正
月
戊
氏
の
係
。

@
同
省
一
九
O
、
三
一
年
六
月
壬
寅
の
係
。

@

同

容

一
九
二
、
三
一

年
八
月
甲
辰
の
係
。

@
註
@
に
同
じ
。

@
岡
谷
二

O
O、
三
二
年
六
月
是
月
の
係
。

⑬
同
容
一
九
八
、
三
二
年
間
二
月
美
未
の
係
。

⑬
同
容
一
九
O
、
三
一

年
六
月
壬
寅
の
係
。

⑮
岡
谷
一
九
一二
、
ご
二

年
十
月
壬
戊
の
係
。

@
同
容
一
九
一
二
、
=
二

年
十
月
辛
丑
、
同
省

一
九
四、

一一
一
一
年
十
一
月
乙

酉
、
同
容
一
九
三
、
三
年
十
月
笑
丑
の
係
。

⑬

問

答
一
九
一

、
=
二

年
七
月
戊
寅
の
係
。

⑬
宋
史
各
三
七
二
、
王
之
笠
間開。

②

同

各
三
八
七
、
陳
良
翰
待
。

③
中
興
小
紀
径
四

O
、
紹
興
=
二
年
十
二
月
の
係
。

@
要
録
谷
一
九
八
、
三
二
年
間
二
月
乙
亥
の
係
。

⑧

同
容
一
九
六
、
三
二
年
正
月
甲
午
の
係
。

@
同
省
一
八
八
、
三
一
年
正
月
庚
子
の
除
。

③
岡
谷
一
九
八
、
三
二
年
悶
二
月
甲
氏
の
隊
。

⑧
同
省
一
九
九
、
三
二
年
四
月
辛
卯
の
係
。

@

撰
者
未
詳
、
中
興
爾
朝
編
年
綱
自
由
也十
四
(
静
嘉
堂
所
施
抄
本
〉
隆
興

元
年
十

一
月
、
陳
康
伯

・
周
葵

・
湯
思
退

・
洪
巡
ら
の
言
。

⑬
南
宋
蓄
倉
十
四
張
凌
体
。

@

同
前
。

@
宋
史
省
三
八
三
、
陳
俊
卿
倒
。

⑪
註
@
と
同
じ
、
乙
乙
で
の
宰
相

・
執
政
群
の
建
言
は
注
目
す
べ
き
内
容

を
も
っ
て
い
る
が
、
詳
論
は
別
の
機
曾
に
諮
り
た
い
。

⑧
中
興
雨
期
編
年
綱
目
容
十
四
、
経
輿
元
年
十
一
月
の
係。
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⑬
宋
宰
輔
編
年
銀
各
十
七
、

隆
輿
二
年
九
月
辛
丑
、
王
之
室
参
知
政
事
の

項
、
宋
史
容
三
七
二
、
王
之
笠
待
。

@
南
宋
舘
閣
銀
各
七
官
聯
上
、
宋
史
容
三
八
五
、
銭
端
趨
停
。

@

宋

史

容
三
八
五
、
銭
端
種
停
。

⑬
註
@
以
外
は
全
て
攻
腕
集
容
九
二
、
観
文
殿
皐
土
銭
公
行
状
に
よ
る
。

@

永

集
大
典
省
三
一
四
八
引
く
陳
康
伯
停
。

⑧
全
文
谷
二
四
、
隆
輿
二
年
十

一
月
の
係
。

@
宋
史
容
三
八
五
、
周
葵
伸
。

⑫
宋
宰
繍
編
年
録
翁
十
七
、
隆
興
元
年
十
二
月
丁
丑
、
張
俊
右
僕
射
の
項
。

⑪
同
前
、
降
興
二
年
四
月
丁
丑
、
張
波
罷
右
僕
射
の
項
。
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⑫
中
興
南
朝
編
年
網
目
轡
十
三
、
紹
興
三
二
年
六
月
朱
殺
封
事
の
係
。

⑬

全

文

谷
二
四
、
隆
輿
二
年
十
二
月
の
w
慨
に
引
く
「
勉
監
日
」
の
文
章
、

宋
宰
輔
編
年
銀
各
十
七
、
乾
道
四
年
八
月
辛
亥
、
劉
玖
寵
同
知
植
密
院
事

の
項
、
問
、

乾
道
六
年
五
月
、
陳
俊
卿
罷
左
僕
射
の
項
、
南
宋
書
谷
四
五、

張
拭
停
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
昭
和
五
十

一
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
費
補
助
金
に
よ
る

「
建
炎

・

紹
興
年
聞
に
お
け
る
政
治
過
程
と
南
宋
朝
権
力
の
構
造
」
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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Reflections on the Political Process after the Death of

Ｃｈ‘inKuei 秦檜

Jim　Ｔｅｒａji

　　

In this article the author takes the position that after the death of

Ch'in Kuei the power blocs of the Southern Sung 南宋were comprised

of ａ number of different political groups, and that the political history

from the late Shao･hsing紹興era to the early years of the Ch'ien-tao

乾道era is one　of discord between these groups in matters relating to

decisions of the highest national priority. The author classifies the political

groups of this period into : (1)thoｓｅ who came from the economically

advanced Chiang-nan江南region, who sought national control over local

self-rule, and called for ｃｏｅχistencewith the Chin 金; and (2) those who

came from the economically backward Szechwan 四川-Fukien扁建area,

who sought the establishment of a political system firmly based on local

Tule, and advocated confrontation with the Chin.　After the death of

Ch'in Kuei, the former group took power, but the latter group soon gained

influence, eχpelled the former group, seized power themselves, and led the

war between the Sung and the Chin from the end of the Shao-hsing

reign. However, in the process of enacting ａ war policy, they needed

the cooperation of the former group. Thus, when avoiding ａ complete

national breakdown became China's most important political dilemma, the

former group moved back into the center of the political arena and con-

eluded the peace treaty between the Sung and the Chin.
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